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はじめに 
 
長野県では「共に学び、共に創る しんしゅう多文化共生新時代※ １」を基本目標に

多文化共生社会を実現するための様々な取組を行っています。 

 

その取組の１つが日本語学習支援です。現在、県では日本語教室を地域における多

文化共生の拠点 ※ ２とした地域づくりに取り組んでいます。 

この教室の担い手として「長野県日本語交流員」の養成を進めています。 

 

※１ しんしゅう（信州）多文化共生新時代とは…国籍や文化等の違いを認め合い、

共に学び、共に地域の活力を創造する社会 

※２ 長野県の考える「多文化共生の拠点となる日本語教室」とは、次の２つを満

たす日本語教室を言います。 

① 日本語教育人材（地域日本語教育コーディネーター、日本語教師、日本語交流

員）が連携することで安定した運営と質の高い日本語学習の機会を提供す

ることができる 

② 学習者（外国人等）と地域社会の接点を創ることができる 

 

 

「長野県日本語交流員」とは 
 
日本語学習支援者としての基礎的知識を備え、日本語教室の中で日本語教師と協力

しながら、外国人の日本語習得を支援していただく方です。 

また、日本語学習支援にとどまらず、外国人が地域で安心して生活できるよう、外

国人と積極的にコミュニケーションをとっていただくとともに、外国人と日本語教

室を繋ぐ役割や外国人が地域コミュニティに参加しやすくなるようなサポート役

を担っていただくことも期待しています。 

 

 

この研修で学ぶこと 
 
長野県日本語交流員は日本語を直接指導するのではなく、学習の支援者としての役

割を担うことから、本研修では日本語の教え方や文法等の日本語指導に係る専門的

なことは学びません。 

この研修では専門家の方々にご協力いただき作成したカリキュラムと教材を基に、

上記に示した「長野県日本語交流員」に求められる資質・能力が身に付けられる内

容を学んでいただきます。 

 

 

 

 



 

 

長野県日本語交流員養成・研修 カリキュラム 

文化庁 平成 30 年度～令和２年度日本語教育人材養成・研修カリキュラム等開発事業活用事業 

 

１ 目 的 

  誰もが暮らしやすい地域を実現するための日本語学習支援について考え、支援者として学び続ける

ことができるとともに、地域における多文化共生を推進する担い手となることができる。 

 

２ 目 標 

  外国人と地域住民が双方向で学び合い、楽しく参加できて、日本語学習につながり地域の暮らしの

向上に役立つ。地域住民も参加し、外国人と接することで異文化理解を図る。 

  積極的に地域住民として学習者とコミュニケーションをとる。 

 

３ 対 象 

  地域住民の意識を変えていく重要な役割ができ、多文化共生に興味のある者 

 

４ 定 義 

 （1） 地域日本語教育コーディネーター 

     行政、地域の関係機関、関係者との連絡調整を行い、日本語教室の運営、日本語教育のプログ

ラム作成を行う者。また、地域日本語教室とをつなぐ役割をする者。 

 （2） 日本語教師 

     日本語を直接学習者に教え、言葉と学習者を繋ぐ。 

     地域の日本語教育体制の状況を分かっており、地域の日本語教育体制と連携をしていく者。 

 （3） 日本語交流員（文化審議会国語分科会の報告における「日本語学習支援者」のことをいう。） 

     日本語を学習者に直接教えるのではなく、地域と学習者を繋ぐ。(1)、(2)の日本語専門職と連携

しながら学習者と共に成長する者。 

 （4） 学習者 

     県内に生活する外国人（生活者としての外国人） 

  

【日本語教育人材の役割の整理】 

日本語教師 日本語学習者に直接日本語を指導する者 

日本語教育コーディネーター 日本語教育の現場で日本語教育プログラムの策定・教
室運営・改善を行ったり、日本語教師や日本語学習支援
者に対する指導・助言を行うほか、多様な機関との連
携・協力を担う者 

日本語学習支援者 日本語教師や日本語教育コーディネーターと共に学習
者の日本語学習を支援し、促進する者 

※文化審議会国語分科会「日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）改定版」平成
31 年３月より抜粋 



 

 

５ 資質・能力 

１ 

共 

通 

(1) 日本語を正確に理解して的確に運用できる能力を持っていること。 

(2) 多様な言語・文化・社会的背景を持つ学習者と接する上で、文化的多様性を理解し尊重す

る態度を持っていること。 

(3) コミュニケーションを通じてコミュニケーションに学ぶという日本語教育の特性を理解し

ていること。 

※指導者と学習者が固定的な関係でなく、相互に学び、教え合う実際的なコミュニケーション

活動 

２ 

知 

識 

(1) 日本語や日本文化、社会、多文化共生に対する一般的な知識・理解を持っている。 

(2) 日本語教育に携わる機関・団体及び関係者による支援体制と自らに期待される役割につい

て理解している。 

(3) 学習者の来日の経緯、国や言語・文化背景、日本語の学習目的に対する一定の知識を持っ

ている。 

(4) 異文化理解や異文化間コミュニケーション、コミュニケーション能力に関する基礎的な知

識を持っている。 

(5) 日本語の構造や日本語学習支援に関する基本的な知識を持っている。 

(6) 地域の文化やその地域での生活に必要な知識を持っている。 

(7) 長野県内活動地域の在住外国人の特性を理解している。 

(8) 相手の文化や日本文化の双方を理解し、多文化共生の知識を持っている。 

３ 

技 

能 

(1) 分かりやすく伝えるために、学習者に合わせて自身の日本語を調整することができる。 

(2) 学習者の発話を促すために、耳を傾けると共に自身の発話を調整することができる。 

(3) 日本語教育コーディネーターや日本語教師とともに、日本語学習を支援することができる。 

(4) 学習者の状況を観察し、日本語教師や日本語教育コーディネーターの助言を得ながら、学

習方法や学習内容を学習者に合わせて工夫することができる。 

(5) 日本語を教えるのではなく、コーディネーターや日本語教師と共に、学習者と積極的にコ

ミュニケーションをとることができる。話し相手になることができる。 

(6) 地域によって文化と歴史、住民が違うということを理解し、伝えることができる。 

(7) やさしい日本語を使って外国人と地域住民とをつなぐ（両者に伝えられる）ことができる。 

４ 

態 

度 

(1) 学習者の背景や現状を理解しようとする。 

(2) 学習者の言語や文化を尊重し、対等な立場で接しようとする。 

(3) 学習者や支援者などと良好な対人関係を築こうとする。 

(4) 学習者が自ら学ぶ力を育み、その学びに寄り添おうとする。 

(5) 異なる考えや価値観を持つ他者と協働できる柔軟性を持とうとする。 

(6) 日本語交流員としての立場を理解し、学習者と対等に双方に学ぼうとする。 

５
そ
の
他 

(1) それぞれの地域に合った支援体制及び自身が活動する地域の地域特性を理解している。 

 ※地域特性とは、活動する地域に在住する外国人の特性等 

（参考） 

各研修では以下の資質・能力の各項目について重点的に取り組む。 

初期研修：「１ 共通」「２ 知識」「３ 技能」 

スキルアップ研修：「１ 共通」「４ 態度」「５ その他」 



 

 

６ カリキュラム内容 

日本語交流員【初期】研修 
 

教育内容: 

 テーマ 
目 標 

（身に付ける

資質・能力） 

内 容 方 法 時間数 

１ 

日本語交流員の役割と

多文化共生（学習者の

背景に対する理解） 

～日本語交流員の役割

を学ぶとともに多様性

を認め合おう～ 

１(2) 

２(1)(3)(8) 

３(6) 

４(1)(5)(6) 

５(1) 

(1) オリエンテーション 

 ～日本語交流員に求められる役割、日

本語教育人材とは～ 

(2) 外国人をめぐる国内外の動き  

・国の施策（在留資格等） 

 ・国内の在留外国人の状況 

 ・主な出身国の文化背景（国の状況） 

 ・来日理由、日本における生活状況な    

  ど 

(3) 多文化共生とは 

(4) 「生活者としての外国人」に対する

日本語教育の目的・目標 

(5) “よい”支援・日本語教室とは 

講義、 

演習 

ディス

カッシ

ョン 

３ 

２ 

長野県、地域の独自性

～どんな特徴があり、

どんな日本語教室があ

り、学習者がいるのか

を知ろう～ 

１(2) 

２(2)(6)(7) 

(8) 

３(6) 

４(1)(2)(6) 

５(1) 

(1) 県内に在住する外国人 

 ・全県及び地域の状況 

(2) 多文化共生施策 

 ・長野県及び近隣市町村 

(3) 外国人を取り巻く県内の特性、生活

事情等（他県との違いを理解する） 

(4) 外国人を取り巻く地域の特性、歴史

的背景、生活事情等（地域の違いを理

解する） 

(5) 地域の支援者の状況 

(6) 地域日本語教育の実施体制と支援者

の役割（地域の日本語教室の紹介） 

(7) 日本語交流員の活躍の場 

講義、 

クイズ

形式演

習 

３ 

３ 

やさしい日本語 

～日本語交流員として

身につけておくべき日

本語のスキル～ 

１(1)(3) 

２(2)(5)(8) 

３(1)(2)(4) 

(5)(6)(7) 

(1) やさしい日本語とは 

(2) やさしい日本語を使って身近な文化

等を伝える方法 

(3) 日本語の構造 

(4) 生活支援や地域の人との繋ぎ、地域

文化を紹介する上で必要な日本語の

構造 

講義、 

演習 
３ 



 

 

４ 

多文化コミュニケーシ

ョン～コミュニケーシ

ョンから相手の文化を

尊重しよう～ 

１(1)(3) 

２(4) 

３(2)(4)(5) 

 (6) 

４(3)(5) 

(1) 異文化理解とは 

 ※相手の文化の尊重と理解 

(2) 多文化コミュニケーションとは 

(3) 日本語交流員としての傾聴 

(4) 日本語交流員としての発話調整 

講義、 

演習 
３ 

５ 

日本語交流員として～

活動を想定し実践して

みよう～ 

１(3) 

２(5) 

３(3)(4)(5) 

４(4)(5)(6) 

５(1) 

(1) これまでの研修の振り返り 

(2) 既存の地域日本語教室との連携 

(3) 外国人支援の様々な事例紹介 

(4) 日本語交流員としての実践演習 

講義、 

グルー

プ演習 

３ 

オ

プ

シ

ョ

ン 

最近の外国人支援や日

本語教室を知ろう 
 

(1) 最近の外国人支援や日本語教室の事

例参照 

（「日本語交流員の活躍の場（モデル教

室等）」の見学／地域の日本語教室の映

像資料視聴／既存の日本語教室以外の

お互いが対等性を持ってやり取りして

いる現場の見学） 

見学 

視聴 

 

 

  



 

 

日本語交流員【スキルアップ】研修 

 

教 育 内 容： 

 テーマ 
目 標 

（身に付ける

資質・能力） 

内 容 方 法 時間数 

１ 

日本語交流員の役割と

多文化共生 

～初期研修の振り返り

を通して改めて考えて

みよう～ 

１(2) 

２(7)(8) 

４(1)(5)(6) 

５(1) 

(1) 初期研修受講後の振り返り 

(2) 私たちの地域の目指す姿 

 （受講者の想いを発散させる場） 

演習 

発表 
２ 

２ 

地域のリソースと外国

人支援 

～地域のリソースを確

認して外国人支援を考

えよう～ 

２(6) 

４(1)(3) 

５(1) 

(1) 地域の外国人支援の繋ぎ先 

（市役所等行政の担当課、関連の NPO

等） 

(2) 独学できる日本語学習教材(自習ド

リル、e-Learning、遠隔授業等)の紹

介 

講義 

演習 
２ 

３ 

コミュニケーション実

習 

～学習支援について、

コミュニケーションを

通して考えよう～ 

１(1)(2)(3) 

３(1)(2)(7) 

４(1)(2)(3) 

(4)(5)(6) 

５(1) 

(1) コミュニケーション実習 

（それぞれの“ライフ”の共有→作文） 

(2) 実践に向けたオリエンテーション 

(3) 実践課題の設定 

実習 

演習 

ディス

カッシ

ョン 

３ 

グループ実践 ※ 

４ 

実践の振り返り 

～振り返りを通して実

践について改めて考え

よう～ 

４(1)(2)(3) 

(5)(6) 

５(1) 

(1) 実践の振り返り（活動報告） 
発表 

演習 
２ 

５ 

日本語交流員として 

～長野県の多文化共生

社会を思い描こう～ 

１(2) 

２(6)(7)(8) 

４(1)(5)(6) 

５(1) 

(1) 研修全体の振り返り 

(2) 私たちの地域の目指す姿（再度） 

(3) 日本語交流員の活躍の場について 

ディス

カッシ

ョン 

発表 

３ 

※ 共通の関心のある受講者でグループ作成 → 支援に関するプランニング → 実践 → レポー

ト → 発表 



 

第１章 

日本語交流員の役割と多文化共生 

（学習者の背景に対する理解） 

～日本語交流員の役割を学ぶとともに多様性を認め合おう～  

 

 

 
この章の内容 
 
〇 オリエンテーション 

   ～日本語交流員に求められる役割、日本語教育人材とは～ 
 
〇 外国人をめぐる国内外の動き  

・国の施策（在留資格等） 

・国内の在留外国人の状況 

・主な出身国の文化背景（国の状況） 

・来日理由、日本における生活状況など 
 
〇 多文化共生とは 
 
〇 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目的・目標 
 
〇 “よい”支援・日本語教室とは 

著者 

武蔵野大学 グローバル学部 日本語コミュニケーション学科  准教授 神吉宇一 
 
プロフィール 

九州・小倉出身。社会人のキャリアを小学校教員から始め，正規非正規 30 以上

の職を経て 2013 年から大学教員に。2016 年 4 月より現職。本務以外に社会貢献

活動として，文化審議会国語分科会日本語教育小委員会委員，文化庁委嘱地域日

本語教育アドバイザーを始め，委員等多数。主な著書に，『Education Abroad: 

Bridging Scholarship and Practice』（2020， Routledge,共著），『チャレン

ジ！多文化体験ワークブック』（2019，ナカニシヤ出版，共著）他多数。  
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第２章 

長野県、地域の独自性 

～どんな特徴があり、どんな日本語教室があり、 

学習者がいるのかを知ろう～ 

 

  

 
この章の内容 
 
〇 県内に在住する外国人 ～全県及び地域の状況～ 
 
〇 多文化共生施策 ～長野県及び近隣市町村～ 
 
〇 外国人を取り巻く県内の特性、生活事情等 

～他県との違いを理解する～ 
 
〇 外国人を取り巻く地域の特性、歴史的背景、生活事情等 

～地域の違いを理解する～ 
 
〇 地域の支援者の状況 
 
〇 地域日本語教育の実施体制と支援者の役割 

～地域の日本語教室の紹介～ 
 
〇 日本語交流員の活躍の場 

著者 

公益財団法人長野県国際化協会 相談役 春原直美 

プロフィール 

・長野県多文化共生推進指針改定検討会構成員 

・文化庁 スタートアッププログラム アドバイザー(豊丘村担当) 

・日本語教室すずらんの会(佐久市)相談役 

・長野県多文化共生相談センター 総括相談員（センター長） 

著者 

上田女子短期大学 総合文化学科 学科長 大橋敦夫 
 
プロフィール 

上智大学文学部国文学科、同大学院国文学博士課程単位取得退学、専攻は国語

史。近代日本語の歴史に興味を持ち、「外から見た日本語」の特質をテーマに日

本語教育に取り組む。共著に『新版文章構成法』（東海大学出版会）『長野県方

言辞典』（信濃毎日新聞社）『魅せる方言 地域語の底力』（三省堂）などがあ

る。 



第 2章-1 

 

こ の 章 の 目 的  

本章では「長野県、地域の独自性」というテーマで「長野県にはどんな特徴があ

り、どんな日本語教室があり、学習者がいるか」を学びます。 

長野県内に在住する外国人の特性、歴史的背景、地域の支援状況を理解し、地域日

本語教育の実施体制についての情報をつかみましょう。 

 

問 い か け  

お住まいの地域で日本語の運用に不自由をしている外国出身の方は、いらっしゃい

ますか。そうした方々との接触・交流で、なにかお感じになったことはありますか。 

 

は じ め に  

第１章では「日本語交流員の役割と多文化共生（学習者の背景に対する理解）」に

ついて学んでいただきました。 

長野県内にも多くの外国人の方が暮らしています。長野県に暮らす外国人の方を取

り巻く環境はどのようなものでしょうか。歴史的背景として地域の特性はあるのでし

ょうか。 

以下の「知識」欄に出てくる資料をもとにワークに取り組んでみましょう。 

その際、できれば、最新の情報もインターネット検索等により加え、現実に即した

考えが深まることを期待します。  

 

キーワード  

地 域 日 本 語 教 育 、 日 本 語 教 育 が 必 要 な 子 ど も 、 外 国 籍 児 童 生 徒 ・ ブ ラ ジ ル

人 学 校 、 サ ン タ プ ロ ジ ェ ク ト 、 外 国 人 集 住 都 市 会 議 、 中 国 帰 国 者 、 夜 間 中

学 、 オ ー ル ド カ マ ー 、 ニ ュ ー カ マ ー 、 外 国 人 技 能 労 働 者 、 外 国 人 研 修 生 、

多 文 化 共 生 、 日 本 語 交 流 員  

 

知 識  

１．県内に在住する外国人～全県及び地域の状況～  

外国人の「数」に焦点を当てたとき、長野県全体や自分が住んでいる地域にはどの

ような傾向があるでしょうか。以下の点を考えながら資料（別紙１）を見てみましょ

う。 
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・自分が住んでいる地域の外国人住民の比率は高いですか。低いですか。 

・人数が多い国籍・地域はどこでしょうか。また、どのように推移してきたでし 

ょうか。 

・どの在留資格 ※による入国・在留が多いでしょうか。在留資格×国籍・地域に

特徴はあるでしょうか。 

  ・周囲の外国人の様子から、上記の点を実感することはありますか。 

 

※在留資格とは  

日本に入国・在留する外国人に対し、その外国人が行う活動の内容等に応じて付与される

一定の資格を指します。わが国の外国人労働者の受け入れは「出入国管理及び難民認定法」

（入管法）が定める在留資格によって規制され、単純労働を目的とする入国・在留は認めら

れていません。在留資格には 27 種類ありますが、外国人が日本国内で働くためには、基本

的に就労可能な在留資格が必要になります。（法務省ＨＰより）  

 

２．多文化共生施策～長野県及び近隣市町村～ 

 長野県や一部の市町村では、多文化共生に向けた指針や計画を策定しています。長

野県、市町村はどのような目的をもって事業に取り組んでいるでしょうか。 

 

(1) 長野県（別表） 

長野県では、令和２年３月に「長野県多文化共生推進指針」を改定し、「長野県 

多文化共生推進指針 2020」を策定しました。県で取り組んでいる事業はこの指針

2020 に基づいています。各事業の内容を理解する上では、策定の趣旨を把握してお

くことが必要です。 

 

策定の趣旨（指針の【Ⅰ指針改定の趣旨】より転載） 

長野県は、72 か国・地域の参加を得て、冬季オリンピック・パラリンピックを

成功裏に開催した歴史を有し、四季折々に優れた観光資源に恵まれ、令和元年

（2019 年）は海外から過去最高の延べ 157 万人 ＊の旅行者の皆様にご宿泊いただ

くなど、世界的な山岳高原リゾートとしての魅力にあふれています。 

一方、長野県に暮らす外国人は 37,500 人を数え、年々減少する人口の中で、確   

実にその存在感を高めています。折しも、政府では平成 30 年（2018 年）12 月に

「出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）」を改正し、新たな在

留資格「特定技能」を創設することで、外国人労働者の受入れ拡大へと政策の舵

を大きく切りました。これにより、我が国はもとより、長野県に暮らす外国人は

ますます増えていくことが予想されます。 
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これまでの長野県多文化共生推進指針に基づく取組は、ともすれば、外国人を

支援の対象ととらえ、日本人社会に外国人を迎え入れることを主眼としていまし

た。長野県は高齢化の進展が早く、また人口減少も進んでいるため、外国人の活

力をこれからの地域づくりに活かすことなしに、長野県の持続的な発展は望めま

せん。世界的平和の祭典である冬季オリンピック・パラリンピックを成功させ、

多くの外国人観光客を迎えてきた長野県は、県民一人ひとりが外国人と共生して

いくための素地が十二分にあると確信しています。 

長野県の総合計画「しあわせ信州創造プラン 2.0」でも、政策推進の基本方針の

一つとして、「誰にでも居場所と出番がある県づくり」を掲げ、県民が互いを尊重

しつつ支え合うことで、誰もがいきいきと暮らし、能力を最大限に発揮できる社会

を目指すこととしています。 

そこで、現在の多文化共生推進指針を見直し、国籍を問わず地域住民が多文化

共生社会の形成に向かって学びを重ね、「しんしゅう多文化共生新時代」を創造

することを基本目標とした、新たな指針「長野県多文化共生推進指針 2020」を策

定することとします。 

 

(2) 市町村 

  県内の市町村の中には、多文化共生を推進するために計画を策定しているところ

があります。自分が住んでいる市町村には計画があるでしょうか。ある場合、その

内容を知っていますか。 

  ○上田市 

   第二次上田市総合計画 前期まちづくり計画（平成 28 年度～32 年度） 

○駒ヶ根市 

   多文化共生のまちづくり推進プラン（平成 23 年度～27 年度） 

  ○松本市 

   第 2 次多文化共生推進プラン（平成 28 年度） 

   第 3 次多文化共生推進プラン（令和３年度） 

※実態調査(在住外国籍市民・日本人市民)に基づいて策定作業中 

  ○飯田市 

   飯田市多文化共生社会推進計画（改訂版）（平成 29 年度～32 年度） 

 

３．外国人を取り巻く県内の特性､生活事情等～他県との違いを理解する～ 

  長野県で暮らす外国人がどのような時代背景の中で入国・滞在しているのか、どの

ような立場で暮らしているのかを知っておくことは、相手のことを理解する上で役に

立ちます。 
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(1) 時代背景 

時期 全国的な動き 長野県内の動き 

1989 年頃～ 国際結婚（農家の男性とアジ

ア人女性）が増加 

財団法人長野県国際交流推進

協会の設置 

1990 年 改正入管難民法の施行による

日系人の在留緩和・就労資格

の拡大 

来県する日系人の増加 

1992 年頃  日本語教室ができる 

1995・ 1996 年頃 中国残留邦人の帰国（帰郷）者

が増加 

 

2008 年 リーマンショック発生による

派遣切り等の雇用不安 

日系人の県外への移動・母国

への帰国者増 

2011 年 東日本大震災による外国人の

帰国増加 

 

2018 年 外国人材の受入れ・共生のた

めの総合的対応策 

 

2019 年 改正入管難民法施行、在留資

格「特定技能」の創設 

阿部知事訪越（観光や介護等

における人材の育成・受け入

れ促進を実施のため） 

「長野県多文化共生相談セン

ター」開設 

 

 (2) 外国人の来日・来県の背景 

外国人が来県した背景は個人ごとに異なります。その背景は、主に以下の３つの

要因を掛け合わせてできあがっています。要因の中には、個人的なものもあれば、

国・地域の事情等、個人では変えがたいものもあります。 

 

【外国人が来県する背景】 

①日本・長野県の事情 × ②母国の事情 × ③個人の事情 

  

①日本・長野県の事情…受入施策、経済事情、慢性的な人手不足、人口減少、少子

高齢、業種による人手不足等 

 ②母国の事情…政情不安定、治安の悪化、不景気、就職先がない等 

 ③個人の事情…出稼ぎ、結婚、留学、技術の習得、生活の向上のため等 
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(3) 在住外国人の生活事情について 

 一口に在住外国人といっても、様々な立場の方がいます。外国人一人ひとりにそ

れぞれの立場があること、異なる背景・事情をもった存在であることを常に意識し

ましょう。 

  ①国際結婚で来県した人たち 

  ②中国帰国の人たち、その関係の人々 

  ③日系の人たち（ブラジル人学校に通う子どもたちとサンタプロジェクト） 

  ④日本語教育が必要な子供たち 

⑤留学の人たち 

  ⑥技能実習の人たち 

 ⑦ほか多様な来県者たち 

 

(4) 生産労働人口をめぐる動き 

人口減少社会の中で、長野県の産業界では人材確保が課題となっています。一方

で、外国人県民数は増加傾向にあり、県内での就業を望む外国人県民に産業界でも

活躍してもらうため、長野県庁内に「海外人材の活用に関するプロジェクトチー

ム」が設置されました。 

プロジェクトチームの結果は、県内では高度人材の受入れを希望する企業が目立

つため、留学生の県内企業への定着支援、学校等への留学生受入れ拡大の要請等の

ほか、産業界の求める人材を確保するための国家戦略特区の提案を行うというもの

でしたが、そのために必要な施策として日本語教育について言及されています。 

 

人材確保が困難になる中、海外人材活用を進めるための支援策として、「合

同企業説明会の開催など」と回答した企業が 144 社。「日本語教育」と回答し

た企業が 142 社となり、採用及び採用後の支援策も求められている。 

※本調査は対象 1,180 社、うち回答 454 社  

（海外人材の活用に関するプロジェクト報告書（平成 30 年３月）より抜粋）  

 

これを受け、「長野県就業促進・働き方改革戦略会議」では令和２年３月に「基本

方針」と「アクションプラン」を決定しました。基本方針・アクションプランには、

適切な雇用管理の推進等とともに、日本語学習の支援や多文化共生の意識づくりにつ

いて記載されています。長野県は、多文化共生推進指針 2020 とこれらの基本方針・
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アクションプランに基づき、多様な主体と連携・協働しつつ、多文化共生社会の実現

に向けた取組を進めていきます。 

４．外国人を取り巻く地域の特性～地域の違いを理解する～ 

  同じ長野県内であっても、地域によって外国人との共生を図る取組には違いが見ら

れます。歴史的な要因で特定の国籍・地域の外国人が多かったり、ある企業・職種に

従事する外国人が多かったりします。また、外国人が集住している地域では都道府県

を超えて、ともに多文化共生に向けた課題解決を図る取組も見られます。長野県には

どのような地域があるのでしょうか。いくつかの事例を見てみましょう。 

 

(1) 歴史的背景 

外国・外国人をめぐる歴史的背景には、地域によって大きな特色があることがあ

ります。①日本（長野）から海外へ進出した満蒙開拓について、②外国から日本

（長野）へと渡ってきた労働力の受入れについて、特色ある地域における歴史的背

景を学びましょう。 

 

①日本人の海外進出 満蒙開拓  

満蒙開拓は、満州事変（1931（昭和 6）年 9 月勃発）～第二次世界大戦終戦

1945（昭和 20）年 8 月までに、旧満州（中国東北部）の現地中国人から取り上げ

た土地に、30 万人とも言われる日本人が入植した当時の国策です。中でも長野県

（特に下伊那地方や南佐久地方から）は、県や教育会からの圧力や養蚕・製糸業

の不況により、全国最多の 3 万 3 千人が移住しました。 

貧しい農家の若者などが、「20 町歩(ヘクタール)の地主になれる」などの国の

スローガンに乗せられて大陸に渡り、厳しい自然の中での開墾や内部紛争などの

末、敗戦とソ連軍の参戦によるシベリア抑留、想像を絶する徒歩と船による逃避

行により、帰国できたのは開拓団の 1/3 と言われています。逃避行の途中で子供

や家族を失い、一部は中国残留孤児となり、引揚帰国できた方々も、荒れ地に居

住させられ「引揚者村」となりました。引揚者村は、当時荒れ地だった軽井沢町

の浅間山麓の農地や、今はレタスの一大産地の川上村など、長野県内にも点在し

て、「満州開拓殉難之碑」などが残っているのが見られます。 

（満蒙開拓平和記念館ＨＰより転載、一部加筆） 

 

②海外からの労働者の受け入れ 

日本がバブル経済期といわれた昭和 61 年ごろから、製造業を中心に人手不足が

深刻な問題となりました。このような中、日本人の特に若い世代がきつい仕事や残

業を好まなくなったことや、少子高齢化による国内労働力の減少等により、多くの

外国人がその担い手となりました。 
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更に、平成 2 年の「出入国管理及び難民認定法」（入管法）改正により、日系 2

世、3 世とその家族に在留資格の緩和が行われ、これらの日系人が、就労活動に制

限のない「定住者」や「日本人の配偶者等」という資格で入国できるようになった

ことなどから、上田市においても外国人市民が増えてきました。上田市には、自動

車部品メーカーやＯＡ機器の部品メーカーなどが多いことから、多くの日系人が職

を求め集住し、製造業の担い手となりました。 

これらの日系人は集住し、その後、滞在も長期化。やがて家族を呼び寄せて定住

するようになり、上田市は、長野県の市町村の中でも外国人市民が多いまちとなり

ました。 

しかし、生産現場の海外移転など産業構造の変化に加え、平成 20 年後半からの

経済不況（いわゆるリーマンショック）に伴う雇用環境の悪化により、外国人市民

数はブラジル人を中心に減少しました。 

 

 (2) 外国人集住都市会議について 

外国人住民が多く住む地域には共通の課題も見えてきます。都道府県を超えて、

そのような集住地域で構成されたのが「外国人集住都市会議」です。長野県内では

飯田市と上田市が加盟しており、令和元年 12 月には上田市で会議が開催されまし

た。（別紙４） 

 ①趣旨 

外国人集住都市会議は、ニューカマーと呼ばれる南米日系人を中心とする外国人

住民が多数居住する都市の行政並びに地域の国際交流協会等をもって構成し、外国

人住民に係わる施策や活動状況に関する情報交換を行うなかで、地域で顕在化しつ

つある様々な問題の解決に積極的に取り組んでいくことを目的として設立するもの

である。また、外国人住民に係わる諸課題は広範かつ多岐にわたるとともに、就

労、教育、医療、社会保障など、法律や制度に 起因するものも多いことから、必

要に応じて首長会議を開催し、国・県及び関係機関への提言や連携した取り組みを

検討していく。 こうした諸活動を通して、分権時代の新しい都市間連携を構築

し、今後の我が国の諸都市における国際化に必要不可欠な外国人住民との地域共生

の確立を目指していく。 

（2001（昭和 13）年５月７日ＨＰより） 

 ②現在の参加市町村（1 町 12 市） 

  ・総社市 ・津市 ・四日市市 ・亀山市 ・鈴鹿市 ・豊橋市 ・小牧市 

・豊田市 ・浜松市 ・太田市 ・大泉町 ・飯田市 ・上田市 

 

 (3) 生活事情等 
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当然のことですが、県内に在住する皆さんはすべて地域の生活者です。そのこと 

に日本人も外国人も違いはありません。地域で生活する以上、互いを尊重し、時に

助け合う必要があります。日本語交流員として、また同じ地域に暮らす生活者とし

て、地域の外国人とどのように向き合っていけばよいでしょうか。例えば、地域で

外国人が孤立しないために、次のような取組があり、その数や取組の内容は地域に

よって異なります。 

  ・地域の日本語教室 

（日本語を通して地域の外国人と日本人がつながれる場所、地域との窓口） 

・日本語教育が必要な子どもたちへの支援 

（生活するための日本語、学習するための日本語を学べる場所） 

・夜間中学校 

（学齢期を超えた外国人等が日本語を学べる場所） 

    

ワ ー ク １  

同じ県内でも、地域によって外国人を取り巻く環境は異なっていることを学びまし

た。自分が住んでいる地域はどうでしょうか。外国人に対する地域の支援者について

考えてみましょう。 

 ①交流団体の構成員 

地域に外国人との交流団体はありますか。ある場合、どんな人が参加しています

か。また、どのような目的で活動しているでしょうか。 

②日本語教室のスタッフ 

地域に日本語教室はありますか。スタッフはどのような人たちでしょうか。外国

人と地域をつなぐ窓口になっていると実感することはありますか。 

 ③趣味の集まりの人たち 

外国人も参加している集まりを知っていますか。その集まりにおけるキーパーソ

ンはどんな人でしょうか。 

 ④勤め先の人 

外国人が務めている企業・団体等の人はどのような支援をしているでしょうか。 

⑤理解者・支えてくれる人・応援してくれる人たち・家族、その他 

外国人と地域をつなぐため、支援している存在があったら情報共有しましょう。 

 

知 識  

５．地域日本語教育の実施体制と支援者の役割～地域の日本語教室の紹介～ 

 地域における外国人支援や多文化共生の取組の中で代表的なものの一つが「地域日

本語教育」です。 
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 (1) 日本語教育に携わる人材の役割 

  文化庁では、日本語教育に携わる人材を次の①～③に整理しています。長野県 

では地域日本語教育を進める中で、日本語学習支援者の役割に外国人と地域をつな  

ぐ役割を加えた存在を「日本語交流員」とし、その普及を図っています。 

①日本語教師 

  日本語学習者に直接日本語を指導する者 

②日本語教育コーディネーター 

日本語教育の現場で日本語教育プログラムの策定・教室運営・改善を行ったり、 

日本語教師や日本語学習支援者に対する指導・助言を行うほか、多様な機関との 

連携・協力を担う者 

③日本語学習支援者 

日本語教師や日本語教育コーディネーターと共に学習者の日本語学習を支援し、 

促進する者 

（文化庁「日本後教育人事の養成・研修のあり方」19 ページ） 

 

(2) 地域の日本語教室の紹介（別紙５） 

   地域の日本語教室には、外国人の子どもたちや家庭の主婦等、生活者として日本 

語を学びに来る人々の他に、近年では日本（長野県）で働く人や技能実習生、様々

な人がいます。例えば、技能実習生の場合、生活するための言語としての日本語の

他、試験に合格するために日本語を学びたい等、日本語学習の目的も多様化してい

ます。 

  自分が住んでいる地域や身近な地域の日本語教室についてワーク２を通して振り 

返ってみましょう。 

 

ワ ー ク ２  

自分が住んでいる地域や身近な地域の地域日本語教育について考えてみましょう。 

実施体制について 

 ①どんな学習者がいますか。 

（国籍・地域、年代、職業、滞在歴、日本語の習熟度等） 

 ②スタッフ側はどんな人がいるでしょうか。 

 （日本人、外国人、年代、職業、スタッフとしての経験年数等） 

 ③会場（公民館、公的施設、学校、個人宅、オンライン等） 
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 ④運営費用（参加者負担、公的負担、その他からの収入等） 

 ⑤地元自治体の理解とバックアップ（会場、運営費用、人材、研修等） 

    ⑥その他、自分の住んでいる地域の日本語教育における特色 

 

知 識  

６．日本語交流員の活躍の場 

 日本語交流員には、日本語学習を支援できるだけの日本語に対する理解力・運用能

力を持ち、日本語教師や日本語学習コーディネーターと連携しながら活動することが

求められます。また、共に地域に生きる住民として外国人学習者と地域をつなげるこ

とが地域の多文化理解や多文化共生に向けた地域づくりにつながります。そのため、

日本語交流員による影響は日本語教室の中だけにとどまらず、地域全体へと広がって

いくことが期待されます。 

 

 

 

ワ ー ク ３  

以下の点について話し合ってみましょう。話し合ったら、全体で共有します。 

  ①この講座を受講しようと思った理由はなんですか。日本語学習を支援すること

について日頃感じていること、考えていることを共有しましょう。 
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  ②これまでの研修を通して学んだこと、新たな発見は何ですか。 

 

 

 

～参考資料～  

 別 表 長野県多文化共生推進指針 2020 の概要 

     （長野県多文化共生推進指針 2020（令和２年３月）より抜粋） 

 別紙１ 長野県の外国人住民統計（令和６年 12 月末現在） 

     一部、長野県「多文化共生メインページ」に掲載 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/sangyo/kokusai/tabunka/tabu

nka/index.html 

・県内に在住する外国人の推移 

・県内の外国人住民数（国籍・地域別） 

・県内の外国人住民数（在留資格別） 

・主要在留資格（※）の上位５ケ国籍・地域 

 ※人数が多い上位５つ（特別永住者を除く。）を集計 

・県内の外国人住民数（広域別、主な国籍・地域別） 

・市町村別外国人住民数及び総人口に占める割合 

（作成：長野県県民文化部県民政策課多文化共生係） 

 別紙２ 在留資格 

別紙３ 海外人材の活用に関するプロジェクト報告 

（平成 30 年３月：長野県産業労働部労働雇用課作成） 

 別紙４ 外国人集住都市会議うえだ 2019 うえだ宣言 

別紙５ 長野県内の日本語教室一覧（令和８年４月時点） 









長野県県民文化部県民政策課　　

（単位：人）

区 分
H27

(2015年)

H28

(2016年)

H29

(2017年)

H30

(2018年)

R1

(2019年)

R2

(2020年)

R3

(2021年)

R4

(2022年)

R5

(2023年)

R6

(2024年)
構成比

中 国 9,316 9,262 9,300 9,299 9,507 8,807 8,212 8,185 8,422 8,651 18.47%

ベ ト ナ ム 1,508 2,041 2,776 3,763 4,764 5,224 5,308 6,248 6,731 7,292 15.56%

フ ィ リ ピ ン 4,143 4,264 4,463 4,653 4,757 4,708 4,693 5,029 5,281 5,558 11.86%

ブ ラ ジ ル 5,052 5,067 5,208 5,418 5,325 5,137 5,107 5,113 4,991 4,794 10.23%

イ ン ド ネ シ ア 754 859 945 1,083 1,265 1,249 1,192 1,792 2,864 3,544 7.56%

韓 国 ・ 朝 鮮 *2 3,915 3,805 3,757 3,743 3,701 3,509 3,393 3,371 3,351 3,313 7.07%

タ イ 2,178 2,278 2,284 2,406 2,414 2,337 2,283 2,470 2,620 2,748 5.87%

そ の 他 4,587 4,907 5,409 6,161 6,713 5,559 5,485 7,040 8,815 10,950 23.37%

合 計 31,453 32,483 34,142 36,526 38,446 36,530 35,673 39,248 43,075 46,850 100%

（データ出典：出入国在留管理庁:令和６年12月末現在における在留外国人数について）

※2　R2年度調査から、他表では、在留外国人統計（出入国在留管理庁）の区分と同様に、「韓国」、「朝鮮」を区別して計上しているが、本表では、

　　  過去からの推移がわかりやすいように、両区分をあわせて「韓国・朝鮮」として、計上している。

※1　H24（2012年）7月に外国人の住民基本台帳制度が始まって以降

県内の外国人数の推移（毎年12月末現在）

○出入国在留管理庁の「令和６年度12月末現在における在留外国人数について」によると、長野県内の在留外国人

数は、46,850人と過去最高※1を更新した（対前年比3,775人（8.8％）の増加）。なお、県の総人口（総務省『住

民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（令和７年１月１日現在）』）に占める割合も2.33％と上昇してい

る。

○国籍・地域別では、インドネシア（対前年比680人（24％）の増加）が韓国・朝鮮、タイを抜き、５位に上昇した。

中国は2.7%の増加となっており、増加傾向が続く。また、上位６か国籍・地域以外の、ミャンマー1,280人（対前年比

527人（70％）の増加）、ネパール1,596人（対前年比504人（46％））の増加が著しく、多国籍化及び

全体的な増加の要因になっていることが伺える。

○在留資格別では、永住者が最も多く14,198人（全体の30.3％）、続いて技能実習の6,859人（同14.6％）、特

定技能１号5,156人（同11.0％）、定住者3,803人（同8.1％））の順となっている。増加人数順は、特定技能

（対前年比939人（22％））、特定活動（対前年比827人（44％））、技能実習（対前年696人比

（11％））、技術・人文知識・国際業務（対前年比577人（21％））となり、就労目的での外国人の増加が続く。
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合計 中国

ベトナム フィリピン

ブラジル インドネシア

韓国・朝鮮*2 その他

タイ

合計（人） 国籍・地域別（人）

中国

ベトナム

その他

インドネシア

別紙１



県内の外国人数（国籍・地域別）
注）外国人数(a)が多い国籍・地域順に表示（同数の場合は五十音順）　

令和６年（2024年）12月末現在
出入国在留管理庁「在留外国人統計」

（単位：人）

No. 国籍・地域
R6.12.31時点

（a）
R5.12.31時点

（b）
増減

(a)-(b)
1 中国 8,651 8,422 229

2 ベトナム 7,292 6,731 561

3 フィリピン 5,558 5,281 277

4 ブラジル 4,794 4,991 ▲ 197

5 インドネシア 3,544 2,864 680

6 韓国 3,063 3,094 ▲ 31

7 タイ 2,748 2,620 128

8 ネパール 1,596 1,092 504

9 ミャンマー 1,280 753 527

10 オーストラリア 1,176 873 303

11 台湾 966 826 140

12 米国 802 753 49

13 英国 583 424 159

14 スリランカ 518 408 110

15 パキスタン 471 412 59

16 ペルー 459 456 3

17 カンボジア 296 269 27

18 カナダ 256 241 15

19 朝鮮 250 257 ▲ 7

20 フランス 184 140 44

21 ボリビア 180 181 ▲ 1

22 バングラデシュ 171 147 24

23 パラグアイ 168 158 10

24 マレーシア 161 144 17

25 インド 160 155 5

26 ニュージーランド 159 134 25

27 モンゴル 152 147 5

28 ドイツ 123 114 9

29 ロシア 87 75 12

30 アルゼンチン 67 45 22

31 オランダ 63 52 11

32 スペイン 59 52 7

33 スウェーデン 52 41 11

34 イラン 51 44 7

35 デンマーク 44 36 8

36 シンガポール 38 35 3

37 イタリア 37 32 5

38 メキシコ 32 35 ▲ 3

39 ラオス 31 22 9

40 ポーランド 26 20 6

41 チリ 22 22 0

42 ウズベキスタン 21 31 ▲ 10

42 コロンビア 21 23 ▲ 2

42 チェコ 21 9 12

42 南アフリカ共和国 21 24 ▲ 3

46 トルコ 20 16 4



No. 国籍・地域
R6.12.31時点

（a）
R5.12.31時点

（b）
増減

(a)-(b)
47 アイルランド 18 15 3

48 ベルギー 17 18 ▲ 1

49 フィンランド 16 12 4

50 ブータン 15 8 7

51 オーストリア 14 17 ▲ 3

52 ウクライナ 13 18 ▲ 5

52 スイス 13 15 ▲ 2

54 ハンガリー 12 10 2

54 ルーマニア 12 12 0

56 ジンバブエ 11 8 3

57 エジプト 10 6 4

57 ジャマイカ 10 12 ▲ 2

59 ナイジェリア 9 13 ▲ 4

59 ポルトガル 9 8 1

61 イスラエル 8 7 1

62 カメルーン 7 11 ▲ 4

62 キルギス 7 12 ▲ 5

62 スロバキア 7 2 5

62 ノルウェー 7 10 ▲ 3

66 チュニジア 6 6 0

66 ベネズエラ 6 7 ▲ 1

66 モロッコ 6 6 0

66 ヨルダン 6 6

66 ラトビア 6 7 ▲ 1

71 ウガンダ 5 4 1

71 エクアドル 5 5 0

71 エチオピア 5 3 2

71 ドミニカ共和国 5 5 0

71 フィジー 5 3 2

71 ブルガリア 5 5 0

77 アフガニスタン 4 4 0

77 エストニア 4 4 0

77 ガーナ 4 2 2

77 ケニア 4 9 ▲ 5

77 リトアニア 4 4 0

82 イラク 3 1 2

82 ギニア 3 2 1

82 グアテマラ 3 3 0

82 クロアチア 3 3 0

82 コンゴ民主共和国 3 3 0

82 シリア 3 4 ▲ 1

82 トリニダード・トバゴ 3 2 1

82 ベナン 3 3 0

82 ベラルーシ 3 4 ▲ 1

91 アルジェリア 2 1 1

91 アルメニア 2 1 1

91 オマーン 2 1 1

91 カザフスタン 2 2 0

91 ギリシャ 2 1 1

91 コスタリカ 2 1 1

91 セネガル 2 1 1



No. 国籍・地域
R6.12.31時点

（a）
R5.12.31時点

（b）
増減

(a)-(b)
91 マダガスカル 2 2 0

91 マラウイ 2 1 1

91 マルタ 2 2 0

91 ルワンダ 2 0 2

102 アゼルバイジャン 1 1 0

102 アルバニア 1 0 1

102 アンゴラ 1 0 1

102 アンドラ 1 1 0

102 ウルグアイ 1 3 ▲ 2

102 エスワティニ 1 1 0

102 エルサルバドル 1 1 0

102 ガンビア 1 1 0

102 北マケドニア 1 2 ▲ 1

102 キューバ 1 2 ▲ 1

102 サウジアラビア 1 2 ▲ 1

102 ザンビア 1 1 0

102 スーダン 1 2 ▲ 1

102 スロベニア 1 1 0

102 セルビア 1 3 ▲ 2

102 ソマリア 1 1 0

102 タジキスタン 1 1 0

102 中央アフリカ 1 1 0

102 トーゴ 1 1 0

102 ナミビア 1 1 0

102 ニジェール 1 0 1

102 ハイチ 1 1 0

102 パレスチナ 1 0 1

102 ブルキナファソ 1 0 1

102 ボツワナ 1 0 1

102 ホンジュラス 1 1 0

102 マーシャル 1 1 0

102 モーリシャス 1 0 1

102 モーリタニア 1 0 1

102 レバノン 1 2 ▲ 1

- コートジボワール 0 1 ▲ 1

- ジョージア 0 2 ▲ 2

- トルクメニスタン 0 1 ▲ 1

- パナマ 0 1 ▲ 1

- ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 1 ▲ 1

- マリ 0 1 ▲ 1

- モルディブ 0 1 ▲ 1

- ルクセンブルク 0 1 ▲ 1

- 無国籍 2 2 0

- （参考）韓国・朝鮮※ （再掲）3,313 （再掲）3,351 ▲ 38

46,850 43,075 3,775合計

※　令和２年度調査（R2.12月末現在）から、従来の「韓国・朝鮮」に係る表記を、在留外国人統計（出入国在留管理庁）の
区分に合わせ、「韓国」、「朝鮮」と区別して、表記することとしています。（両区分の前年からの増減がわかりやすいように、
表の最下部に「（参考）韓国・朝鮮」の項目を設け、「R3.12.31現在」欄には、両区分の合算人数を記載しています。なお、同
統計と同様に、本統計における「朝鮮」は国籍を示すものとして用いているものではありません。

計　（131ケ国・地域）



主要在留資格の上位５ケ国籍・地域

令和６年（2024年）12月末現在
出入国在留管理庁「在留外国人統計」

在留資格 国籍・地域 外国人数

全体 14,198

中国 4,754

ブラジル 2,814

フィリピン 2,401

タイ 1,184

韓国 821

全体 6,859

ベトナム 3,095

インドネシア 1,470

フィリピン 710

ミャンマー 574

中国 471

全体 5,168

ベトナム 2,199

インドネシア 1,364

フィリピン 613

中国 300

ミャンマー 272

全体 3,803

ブラジル 1,409

フィリピン 841

中国 452

タイ 358

韓国 149

全体 3,335

フィリピン 566

タイ 548

ブラジル 474

中国 435

韓国 249

全体 3,285

ベトナム 1,115

中国 521

ネパール 433

インドネシア 142

スリランカ 139

日本人の配偶者等

永住者

技能実習
（１号イ・１号ロ・２号イ・
２号ロ・３号イ・３号ロ）

特定技能（１号・２号）

定住者

技術・人文知識・国際業務



県内の主な外国人数調査票（広域別、主な国籍・地域別）
令和６年（2024年）12月末現在

出入国在留管理庁「在留外国人統計」
（単位：人）

　　国籍・　
　　
　　　地域
 
 広域

中国 ベトナム フィリピン ブラジル インドネシア 韓国 タイ その他 合　計
対前年
増減

佐　久 841 777 545 319 694 277 762 1,430 5,645

(構成比※2) (9.7%) (10.7%) (9.8%) (6.7%) (19.6%) (9.1%) (27.7%) (12.7%) (12.0%)

前年同期 766 701 493 359 713 263 727 1,212 5,234

上　田 1,070 642 322 775 516 322 312 1,691 5,650

(構成比) (12.4%) (8.8%) (5.8%) (16.2%) (14.6%) (10.5%) (11.4%) (15.1%) (12.1%)

前年同期 1,014 566 308 806 441 326 307 1,259 5,027

諏　訪 605 914 864 529 557 244 240 875 4,828

(構成比) (7.0%) (12.5%) (15.6%) (11.0%) (15.7%) (8.0%) (8.7%) (7.8%) (10.3%)

前年同期 624 862 811 545 467 262 228 691 4,490

上伊那 701 793 989 1,458 521 191 169 591 5,413

(構成比) (8.1%) (10.9%) (17.8%) (30.4%) (14.7%) (6.2%) (6.2%) (5.3%) (11.6%)

前年同期 713 759 939 1,477 360 189 142 569 5,148

南信州 1,202 612 571 326 214 89 62 413 3,489

(構成比) (13.9%) (8.4%) (10.3%) (6.8%) (6.0%) (2.9%) (2.3%) (3.7%) (7.4%)

前年同期 1,220 576 554 340 127 89 60 357 3,323

木　曽 70 40 134 29 24 25 9 59 390

(構成比) (0.8%) (0.5%) (2.4%) (0.6%) (0.7%) (0.8%) (0.3%) (0.5%) (0.8%)

前年同期 75 40 134 25 19 27 10 45 375

松　本 1,604 1,084 1,180 809 453 1,050 328 1,697 8,205

(構成比) (18.5%) (14.9%) (21.2%) (16.9%) (12.8%) (34.3%) (11.9%) (15.1%) (17.5%)

前年同期 1,580 1,007 1,139 867 328 1,079 303 1,473 7,776

北アルプス 263 286 154 105 97 123 81 1,959 3,068

(構成比) (3.0%) (3.9%) (2.8%) (2.2%) (2.7%) (4.0%) (2.9%) (17.5%) (6.5%)

前年同期 227 265 158 103 53 111 74 1,357 2,348

長　野 1,979 1,610 614 363 352 687 654 1,546 7,805

(構成比) (22.9%) (22.1%) (11.1%) (7.6%) (9.9%) (22.5%) (23.8%) (13.8%) (16.7%)

前年同期 1,896 1,521 571 378 273 696 639 1,363 7,337

北　信 313 528 183 80 113 52 130 958 2,357

(構成比) (3.6%) (7.2%) (3.3%) (1.7%) (3.2%) (1.7%) (4.7%) (8.5%) (5.0%)

前年同期 305 433 174 90 81 50 130 738 2,001

合　計 8,648 7,286 5,556 4,793 3,541 3,060 2,747 11,219 46,850

(構成比) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

前年同期 8,420 6,730 5,281 4,990 2,862 3,092 2,620 9,064 43,059

対前年
増減

228 556 275 ▲ 197 679 ▲ 32 127 2,155

※2 構成比は、各国籍・地域の外国人住民が、各圏域に在住する割合を示しています。

411

623

338

265

166

3,791

※1 　総数が１０人以下の市区町村は令和５年12月末 「在留外国人統計」では「その他」と表記し、令和６年12月末「在留外国人
統計」では人数以外の国籍・地域、在留資格、年齢及び性別については秘匿処理を行っているため、同統計の都道府県別データから
作成する『県内の外国人数の推移（毎年12月末現在）』とは合計・国籍の内訳が一致していません。

15

429

720

468

356



県内の外国人数（在留資格別） 令和6年（2024年）12月末現在　出入国在留管理庁「在留外国人統計」

（単位：人）

外国人数

R6.12.31現在
(a)

R5.12.31現在
(b)

外交
外国政府の外交使節団若しくは領事機
関の構成員等及びその家族の活動

外交官とその家族 外交活動の期間 － － － －

公用
外国政府若しくは国際機関の公務に従
事する者及びその家族の活動

領事館の事務職員と
その家族

5年、3年、1年、
3月、30日又は15日

－ － － －

教授
大学等及び高等専門学校における研
究、研究の指導、教育

大学教授
5年、3年、1年
又は3月

45 48 ▲ 3 0.10%

芸術
収入を伴う芸術上の活動（「興行」に
おける活動を除く）

作曲家、画家
5年、3年、1年
又は3月

12 6 6 0.03%

宗教
外国の宗教団体より本邦に派遣された
宗教家の行う宗教上の活動

僧侶、牧師、神父
5年、3年、1年
又は3月

79 65 14 0.17%

報道
外国の報道機関との契約に基づいて行
う報道上の活動

新聞記者、
報道カメラマン

5年、3年、1年
又は3月

0 0 0 0.00%

高度専門職

高度の専門的な能力を有する人材とし
て法務省令で定める基準に適合する者
が行う、学術研究又は経済の発展に寄
与することが見込まれる活動（1号、2
号）

ポイント制による
高度人材

5年（1号）、
無制限（2号）

83 64 19 0.18%

経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経
営・管理に従事する活動

企業等の
経営者・管理者

5年、3年、1年、
6月、4月又は3月

268 239 29 0.57%

法律・
会計業務

外国法弁護士・公認会計士等の活動 弁護士、公認会計士
5年、3年、1年
又は3月

0 0 0 0.00%

医療
医師、歯科医師等の法律上資格を有す
る者が行う医療に係る活動

医師、歯科医師、
看護師

5年、3年、1年
又は3月

23 27 ▲ 4 0.05%

研究
公私の機関との契約に基づき行う研究
活動

政府関係機関や
私企業等の研究者

5年、3年、1年
又は3月

1 1 0 0.00%

教育
小中高校等及び専修学校、各種学校等
における教育活動

語学教師等
5年、3年、1年
又は3月

246 214 32 0.53%

技術・
人文知識・
国際業務

理学・工学の知識を要する業務に従事
する活動又は人文科学の知識を要する
業務及び外国の文化・感受性を要する
活動

技術者、通訳、
私企業の語学教師、
マーケティング業務
従事者等

5年、3年、1年
又は3月

3,285 2,708 577 7.01%

企業内転勤
本邦に拠点をもつ機関の職員が行う技
術、人文知識・国際業務の活動

外国企業の
本邦事務所への転勤者

5年、3年、1年
又は3月

107 106 1 0.23%

介護
介護福祉士の資格を有する者が介護又
は介護の指導を行う業務に従事する活
動

介護福祉士
5年、3年、1年
又は3月

59 57 2 0.13%

興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行
に係る活動

俳優、歌手、
プロスポーツ選手等

3年、1年、6月、
3月又は15日

19 23 ▲ 4 0.04%

技能
産業上の特殊な分野に属する熟練した
技能を要する活動

調理師、スポーツ指導者、
航空機の操縦者等

5年、3年、1年
又は3月

410 372 38 0.88%

特定技能
1号

法務大臣が指定する本邦の公私の機関
との雇用に関する契約（入管法第２条
の５第１項から第４項までの規定に適
合するものに限る。次号において同
じ。）に基づいて行う特定産業分野
（人材を確保することが困難な状況に
あるため外国人により不足する人材の
確保を図るべき産業上の分野として法
務省令で定めるものをいう。同号にお
いて同じ。）であって法務大臣が指定
するものに属する法務省令で定める相
当程度の知識又は経験を必要とする技
能を要する業務に従事する活動

特定産業分野に属する相当
程度の知識又は経験を要す
る技能を要する業務に従事
する外国人

1年、6月又は4月 5,156 4,228 928 11.01%

特定技能
2号

法務大臣が指定する本邦の公私の機関
との雇用に関する契約に基づいて行う
特定産業分野であって法務大臣が指定
するものに属する法務省令で定める熟
練した技能を要する業務に従事する活
動

特定産業分野に属する熟練
した技能を要する業務に従
事する外国人

3年、1年又は6月 12 1 11 0.03%

技能実習
1号イ

技能実習法上の認定を受けた技能実習
計画（第一号企業単独型技能実習に係
るものに限る。）に基づいて，講習を
受け，及び技能等に係る業務に従事す
る活動

61 70 ▲ 9 0.13%

技能実習
1号ロ

技能実習法上の認定を受けた技能実習
計画（第一号団体監理型技能実習に係
るものに限る。）に基づいて，講習を
受け，及び技能等に係る業務に従事す
る活動

1,813 2,456 ▲ 643 3.87%

技能実習
2号イ

技能実習法上の認定を受けた技能実習
計画（第二号企業単独型技能実習に係
るものに限る。）に基づいて技能等を
要する業務に従事する活動

89 58 31 0.19%

技能実習
2号ロ

技能実習法上の認定を受けた技能実習
計画（第二号団体監理型技能実習に係
るものに限る。）に基づいて技能等を
要する業務に従事する活動

4,536 2,630 1,906 9.68%

技能実習
3号イ

技能実習法上の認定を受けた技能実習
計画（第三号企業単独型技能実習に係
るものに限る。）に基づいて技能等を
要する業務に従事する活動

22 24 ▲ 2 0.05%

技能実習
3号ロ

技能実習法上の認定を受けた技能実習
計画（第三号団体監理型技能実習に係
るものに限る。）に基づいて技能等を
要する業務に従事する活動

338 925 ▲ 587 0.72%

6,859 6,163 696 14.64%

増減
(a)-(b)

R6
構成比

法
別
表
第
一
の
一

各
在
留
資
格
で
定
め
ら
れ
た

範
囲
で
の
就
労

入
管
法

上陸
許可

就労 在留資格名 本邦において行うことのできる活動 該当例

法務大臣が個々に指定
する期間（１年を超え
ない範囲）

法務大臣が個々に指定
する期間（２年を超え
ない範囲）

法務大臣が個々に指定
する期間（２年を超え
ない範囲）

【参考】技能実習　計
（技能実習1号イから同3号ロまでの合計）

在留期間

法
別
表
第
一
の
二

要
省
令
基
準
適
合

各
在
留
資
格
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
で
の
就
労

個
別

技能実習生



外国人数

R6.12.31現在
(a)

R5.12.31現在
(b)

増減
(a)-(b)

R6
構成比

入
管
法

上陸
許可

就労 在留資格名 本邦において行うことのできる活動 該当例 在留期間

文化活動 収入を伴わない学術上、芸術上の活動 日本文化の研究者
3年、1年、6月
又は3月

24 21 3 0.05%

短期滞在
短期間滞在して行う観光、保養、ス
ポーツ、親善訪問、業務連絡

観光、会議参加者
90日若しくは30日
又は15日以内の日を
単位とする期間

－ － － －

留学

本邦の大学、高等専門学校、高等学校
（中等教育学校の後期課程を含む。）
若しくは特別支援学校の高等部、専修
学校若しくは各種学校において教育を
受ける活動

大学、短期大学、
高等専門学校及び
高等学校等の学生

法務大臣が個々に指定
する期間（4年3月を超
えない範囲）

2,045 1,551 494 4.36%

研修
本邦の公私の機関において技術、技能
または知識を習得する活動

研修生 1年、6月又は3月 29 17 12 0.06%

家族滞在
前記の在留資格(外交、公用、特定技
能1号、技能実習、短期滞在及び研修
を除く。)をもつ者の家族の日常活動

在留外国人が扶養する
配偶者・子

法務大臣が個々に指定
する期間（5年を超えな
い範囲）

1,719 1,521 198 3.67%

第
一
の
五

個
別

特定活動 法務大臣が個々に指定する活動

外交官等の家事使用人、
ワーキング・ホリデー、
経済連携協定に基づく
外国人看護師・
介護福祉士候補者等

5年、3年、1年、
6月、3月又は法務大臣
が個々に指定する期間
（5年を超えない範囲）

2,709 1,882 827 5.78%

永住者 法務大臣が永住を認める者 無制限 14,198 14,247 ▲ 49 30.31%

日本人の
配偶者等

日本人の配偶者、特別養子、日本人の
子として出生した者

5年、3年、1年
又は6月

3,335 3,305 30 7.12%

永住者の
配偶者等

永住者の配偶者、永住者の子として出
生した者

5年、3年、1年
又は6月

522 528 ▲ 6 1.11%

定住者 法務大臣が特に認める者
第三国定住難民、
日系3世、中国残留邦人等

5年、3年、1年、
6月又は法務大臣が個々
に指定する期間（5年を
超えない範囲）

3,803 3,833 ▲ 30 8.12%

特別永住者
平和条約国籍離脱者及びその子孫
（入管特例法）

制限なし 1,802 1,848 ▲ 46 3.85%

その他
出生による経過滞在者又は国籍喪失に
よる経過滞在者、未取得者等

0 0 0 0.00%

46,850 43,075 3,775 100.00%合計

第
一
の
三

就
労
不
可

第
一
の
四

要
省
令
基
準
適
合

就
労
不
可

法
別
表
第
二

活
動
制
限
な
し

制限なし



市町村別外国人数及び総人口に占める割合
注）外国人数(a)が多い市町村順に表示　

令和６年（2024年）12月末現在

出入国在留管理庁「在留外国人統計」

（単位：人）

R6.12.31
現在(a)

R5.12.31
現在(b)

1 上田市 4,809 4,255 554 151,540 3.17%

2 長野市 4,746 4,438 308 362,609 1.31%

3 松本市 4,726 4,392 334 234,111 2.02%

4 飯田市 2,408 2,335 73 94,944 2.54%

5 伊那市 2,038 1,939 99 64,901 3.14%

6 白馬村 1,754 1,229 525 9,525 18.41%

7 諏訪市 1,670 1,571 99 47,559 3.51%

8 安曇野市 1,638 1,575 63 95,868 1.71%

9 佐久市 1,615 1,513 102 97,380 1.66%

10 塩尻市 1,499 1,500 ▲ 1 65,205 2.30%

11 茅野市 1,254 1,127 127 54,066 2.32%

12 小諸市 1,211 1,070 141 41,248 2.94%

13 千曲市 1,087 1,021 66 58,845 1.85%

14 中野市 1,076 919 157 42,162 2.55%

15 岡谷市 966 913 53 46,469 2.08%

16 軽井沢町 957 833 124 21,752 4.40%

17 駒ヶ根市 876 808 68 31,325 2.80%

17 須坂市 863 800 63 49,149 1.76%

19 箕輪町 854 822 32 24,387 3.50%

20 東御市 724 664 60 28,958 2.50%

21 大町市 714 664 50 25,301 2.82%

22 坂城町 631 635 ▲ 4 13,872 4.55%

23 御代田町 565 488 77 16,770 3.37%

24 川上村 501 557 ▲ 56 3,631 13.80%

25 辰野町 470 456 14 18,009 2.61%

26 野沢温泉村 457 342 115 3,582 12.76%

27 山ノ内町 426 377 49 11,229 3.79%

28 南箕輪村 411 403 8 16,051 2.56%

28 宮田村 381 349 32 8,743 4.36%

30 富士見町 374 350 24 14,107 2.65%

31 下諏訪町 363 330 33 18,470 1.97%

32 南牧村 360 384 ▲ 24 2,977 12.09%

33 小谷村 342 186 156 2,811 12.17%

34 飯山市 320 290 30 18,812 1.70%

35 飯島町 305 298 7 8,863 3.44%

36 高森町 252 232 20 12,606 2.00%

37 阿智村 219 180 39 5,941 3.69%

38 山形村 207 188 19 8,486 2.44%

39 松川町 206 188 18 12,445 1.66%

40 原村 201 199 2 8,090 2.48%

No. 市町村
増減

(a)-(b)
割合

(a)/(c)

外国人数   総人口（c）
R7.1.1現在

（注２）



R6.12.31
現在(a)

R5.12.31
現在(b)

No. 市町村
増減

(a)-(b)
割合

(a)/(c)

外国人数   総人口（c）
R7.1.1現在

（注２）

41 信濃町 200 157 43 7,560 2.65%

42 立科町 174 133 41 6,674 2.61%

43 木曽町 155 150 5 9,817 1.58%

44 豊丘村 154 155 ▲ 1 6,501 2.37%

44 松川村 154 167 ▲ 13 9,648 1.60%

46 小海町 122 121 1 4,196 2.91%

47 高山村 109 127 ▲ 18 6,413 1.70%

48 佐久穂町 104 99 5 10,179 1.02%

48 池田町 104 102 2 9,114 1.14%

50 上松町 100 95 5 3,930 2.54%

51 小布施町 96 89 7 10,987 0.87%

52 中川村 78 73 5 4,620 1.69%

53 阿南町 70 63 7 3,931 1.78%

54 長和町 66 62 4 5,514 1.20%

55 喬木村 64 66 ▲ 2 5,888 1.09%

55 大桑村 64 63 1 3,206 2.00%

57 朝日村 60 53 7 4,263 1.41%

58 飯綱町 54 52 2 10,274 0.53%

58 木島平村 53 50 3 4,237 1.25%

60 青木村 51 46 5 4,086 1.25%

61 南木曽町 40 31 9 3,674 1.09%

62 筑北村 39 38 1 3,976 0.98%

63 下條村 35 39 ▲ 4 3,421 1.02%

64 北相木村 25 20 5 647 3.86%

64 栄村 25 23 2 1,560 1.60%

66 根羽村 23 21 2 806 2.85%

67 泰阜村 21 27 ▲ 6 1,426 1.47%

67 木祖村 21 23 ▲ 2 2,516 0.83%

69 麻績村 19 19 0 2,412 0.79%

69 小川村 19 18 1 2,198 0.86%

71 生坂村 17 11 6 1,615 1.05%

72 天龍村 16 17 ▲ 1 1,028 1.56%

72 南相木村 11 16 ▲ 5 926 1.19%

74 大鹿村 10 10 868 1.15%

74 王滝村 10 13 ▲ 3 640 1.56%

76 売木村 8 8 472 1.69%

77 平谷村 3 3 377 0.80%

46,850 43,059 3,791 2,012,399 2.33%

（注１）令和５年12月末「在留外国人統計」では総数が１０人以下の市区町村はその他としているため、同統計の

　　　　都道府県別データから作成する『県内に在住する外国人の推移（毎年12月末現在）』とは合計が一致していません。

（注２）総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（令和７年１月１日現在）』

合計

-

-

-



就労が認められる在留資格    

在留資格 該  当  例 企業内転勤 外国の事務所からの転勤者 

外交 外国政府の大使,公使等及びその

家族 
介護（※１） 介護福祉士 

公用 外国政府等の公務に従事する者

及びその家族 
興行 

俳優、歌手、プロスポーツ選

手等 

教授 大学教授等 技能 外国料理の調理師、スポーツ

指導者等 

芸術 作曲家、画家、作家等 
特定技能 

（１号・２号） 

特定産業分野に熟練した技

能を要する業務に従事する

者等 

宗教 僧侶、牧師、新婦 
技能実習 

（１号イ～３号ロ） 
技能実習生 

報道 新聞記者、報道カメラマン 
身分・地位に基づく在留資格 

活動制限なし 

高度専門職 
ポイント制による高度人財、 

医師、歯科医師、看護師等 
在留資格 該当例 

経営・管理 企業等の経営者・管理者 

永住者 永住許可を受けた者 

日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別

養子 

法律・会計業務 弁護士、公認会計士 定住者 日系３世、外国人配偶者の連

れ子等 

医療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師 特別永住者 平和条約国籍離脱者及びそ

の子孫 

研究 政府関係機関や企業等の研究者

等 
就労の可否は指定される活動によるもの 

教育 高等学校、中学校等の語学教師等 在留資格 該当例 

技術・ 

人文知識・ 

国際業務 

技術者、通訳、語学講師、 

マーケティング業務従事者等 
特定活動 

外交官等の家事使用人、 

ワーキングホリデー等 
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就労が認められない在留資格（※２）    

在留資格 該当例    

文化活動 日本文化の研究者等    

短期滞在 観光客、会議参加者等    

留学 大学、専門学校、 

日本語学校等の学生 
   

研修 研修生    

家族滞在 就労資格等で在留する 

外国人の配偶者、子 
   

※１ 令和元年 11 月現在（法務省ＨＰ参照） 

２ 資格が活動の許可を受けた場合は、 

   一定の範囲内で就労が認められる  
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長野県内の地域日本語教室一覧 （令和8年4月23日現在）

この一覧には、情報の公表に同意いただいた教室のみ掲載しています。

電話番号 メールアドレス 大人 子ども 電話 メール 直接 来場

佐久地域 小諸市 小諸日本語教室　昼教室 ○ ○ 水曜日 10時00分から11時30分まで 無料 ○ ○ ○

佐久地域 小諸市 小諸日本語教室　夜教室 ○ ○ 土曜日 19時00分から20時30分まで 無料 ○ ○ ○

2 佐久地域 佐久市 日本語教室　すずらんの会

〒385-0053

佐久市野沢取出町183

生涯学習センター内

090-2483-0277 i.kato.dream@gmail.com ○ －
土曜日 10時00分 から 11時30分まで

（４月第２土曜~12月第２土曜（カレンダーによる））
無料 ○ ○ ○

地域に住む日本語を第一言語としない人を対象に、日

本語を支援しているボランティア団体です。1993 年に

スタートしました。日本語学習の他に、日本文化の紹

介や体験学習を行っています。

3 佐久地域 佐久市 サラダボウルの会

〒385-0051

佐久市中込1丁目17番地8

社会医療法人恵仁会中込施設2階

080-3394-7480 sakusalad2016@gmail.com ○ ○
日曜日 13時00分から14時30分まで

（公民館の予約状況により毎月３回程度）
無料 ○ ○ ○

サラダボウルの会は佐久地方に住む外国人と地元住民

をつなぐ場として発足しました。現在は1対1での日本

語教室、花見や遠足などのイベントのほか、多言語で

の相談なども受け付けています。

4 佐久地域 佐久市 日本語教室もちづき

〒384-2202

佐久市望月303

駒の里ふれあいセンター

080-6936-1163 km.iwa0267@gmail.com ○ ○ 日曜日 10時00分から11時40分まで 1か月100円 ○ ○ ○

毎回、前半は交流をかねて参加者全員で季節や文化の

話題を出し合い、後半は、参加者の学びたいこと(日常

会話、日本語能力試験、読解等)に合わせて、スタッフ

が一人以上ついて個別学習を行います。

5 佐久地域 佐久市 ふらっと☆さく
〒385-0022

佐久市岩村田795-1　神津ビル2階
090-8167-4689 putih163@yahoo.co.jp ○ － 土曜日 13時30分から15時30分まで（月３回）

行事の際は保険料100

円/一人
○ ○ ○

長野県モデル地域日本語教室終了後に立ち上がった人

材連携型の新しい日本語教室です。様々な世代・国籍

スタッフと一緒に生活のための日本語を、実践を交え

ながら学習していきます。

6 佐久地域 佐久穂町 日本語教室（佐久穂町）
〒384-0503

南佐久郡佐久穂町大字海瀬2570
0267-86-2041 kouminkan@town.sakuho.nagano.jp ○ ○ 土曜日 9時00分から11時00分まで 無料 ○ － ○

7 佐久地域 御代田町 外国籍住民のための日本語教室

〒389-0207

北佐久郡御代田町馬瀬口1901-1

エコールみよた

0267-32-2770 miyota@town.miyota.nagano.jp ○ ○
日曜日 14時00分から15時45分まで

（月４回）
1か月100円 ○ ○ ○

・レベル別（４クラス）学習

・保有教材使用時は貸与しますので教材のお金はいり

ません。

・個人で教材が欲しい時は　実費を頂きます。

8 佐久地域 軽井沢町 共生ネット軽井沢日本語教室

（月曜日）

〒389-0111

北佐久郡軽井沢町長倉2353-1

中央公民館

（木曜日）

〒389-0111

北佐久郡軽井沢町長倉4844-1

木もれ陽の里内ボランティアセンター

090-4460-2848 oar@sas.janis.or.jp 〇 －
月曜日　19時00分から21時00分まで

木曜日　10時00分から12時00分まで
無料 〇 〇 〇

日本語を習いたい外国籍労働者、定住者等の方に日常

会話程度の日本語を教えることにより、お互いの交流

を促進し、共生社会を作る。

9 上田地域 上田市 ゆうあいまるこ

〒386-0404

上田市上丸子1600-1

丸子ボランティア地域活動センター

－ － ○ ○ 土曜日 10時00分から11時30分まで 教科書代約1,100円 － － 〇
大人の日本語習得支援、子供の学習支援をしていま

す。地域行事等にも参加しています。

10 上田地域 上田市 ふれあい日本語教室

〒386-0012

上田市中央3-5-1

ふれあい福祉センター

080-5109-8544 hanagoji60@gmail.com ○ ○ 日曜日 10時00分から12時00分まで 1年間500円 ○ － ○

日本語を学びたい人は　誰でも大歓迎します。また他

の国の人ともお友達になれます。日本語能力検定を受

けたい人の為のクラスもあります。

11 上田地域 上田市 上小日本語講座

〒386-1102

上田市上田原1640

上田創造館

090-1215-5561 jfk2tana@hotmail.com ○ ○
日曜日 13時30分から15時00分まで

（月３回）
無料 ○ ○ ○ どなたでもお気軽にご参加ください。

12 上田地域 上田市 みんなの日本語広場　たろうやま
〒386-0002

上田市住吉378-1
090-2210-4793 nekonomii@gmail.com ○ ○ 土曜日 13時00分から15時00分まで 無料 ○ － ○

時々、お茶会などを開いてとてもアットホームな中で

勉強しています。

13 上田地域 上田市 にほんごTADOKU教室　Motivation

〒386-0014

上田市材木町1-2-2

上田市市民プラザ・ゆう

－ motivation2023nagano@gmail.com ○ ○ 親子での参加も可

土曜日 14時00分から16時00分まで

または

日曜日14時00分から16時00分まで

（月２、３回程度の予定）

無料 － ○ ○

日本語でやさしい本を読むクラスです。とてもやさし

い本から読みます。たくさん読むと、だんだん日本語

が読めるようになります。親子で読んでも、一人で

も、みんなで読んでもいいです。楽しく本を読みま

しょう。

14 上田地域 上田市 みのりの会

〒386-0014

上田市材木町1-2-2

上田市市民プラザ・ゆう

0268-22-2790 － ○ ○ 土曜日 13時00分から15時00分まで（祝祭日除く） 無料 ○ － ○

対象者
開設曜日・時間 受講料

申し込み方法
PR（講座の内容・行事等）

1

〒384-0025

小諸市相生町3-3-3

小諸市市民交流センター

0267-22-1700

（内線2311）
seisaku@city.komoro.nagano.jp

小諸市にお住まいの外国籍市民や、小諸市に通勤・通

学する外国籍住民に対して、ニーズに合わせた日本語

学習指導を行っています。

連絡先
No 10広域 市町村 日本語教室名 開設場所
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長野県内の地域日本語教室一覧 （令和8年4月23日現在）

この一覧には、情報の公表に同意いただいた教室のみ掲載しています。

電話番号 メールアドレス 大人 子ども 電話 メール 直接 来場

対象者
開設曜日・時間 受講料

申し込み方法
PR（講座の内容・行事等）

連絡先
No 10広域 市町村 日本語教室名 開設場所

15 諏訪地域 岡谷市
（公財）おかや文化振興事業団国際

交流センター　日本語教室

〒394-0027

岡谷市中央町1丁目11-1

イルフプラザカルチャーセンター・生涯学

習館3階

0266-24-3226 oiea@oiea.jp 〇 〇
月曜日 19時00分から20時30分まで

（HPよりスケジュール表をご確認ください）
無料 〇 ○ ○ 生活支援のための日常会話を教えています。

16 諏訪地域 岡谷市
日本語ボランティア教室「ふれあ

い」

〒394-0081

岡谷市長地権現町4-11-50

諏訪湖ハイツ

080-4739-2584 － ○ ○ 日曜日 10時30分から12時00分まで 1か月200円 ○ － ○
春と秋にお茶会、夏に暑気払い、12月に交流会（各国

のお国自慢料理を作って食事会をする）

17 諏訪地域 岡谷市 日本語教室「サンディ」

〒394-0081

岡谷市長地権現町4-11-50

諏訪湖ハイツ

090-3558-0472 smallbox628@gmail.com ○ ○ 日曜日 10時30分から12時00分まで 1回100円 ○ ○ ○
日本語を習得するだけでなく日本の文化体験などにも

触れる機会もあります。

18 諏訪地域 諏訪市 日本語学習支援さくらの会

〒392-0024

諏訪市小和田19-3

諏訪市総合福祉センター「湯小路いきいき

元気館」

090-1543-4400 － ○ ○ 水・土・日曜日 10時00分から12時00分まで 1か月 500円 ○ － ○

地域に住む外国人のみなさんに日本語能力検定試験

（JLPT）・ビジネス日本語（BJT）・介護の日本語・

日常会話など「やさしい日本語」で学習支援します。

お花見・スピーチ大会・異文化交流会などに参加して

楽しく日本語をまなんでいきましょう。

19 諏訪地域 茅野市 茅野市日本語教室

〒391-0002

茅野市塚原2-5-45

茅野市ひと・まちプラザ

－ － ○ ○
第１・３・４・５土曜日 13時00分から15時00分まで

第２日曜日 13時00分から15時00分まで
無料 ○ ○ －

初めての方は茅野市企画部　地域創生課（0266-72-

2101 内線232）までご連絡ください。

20 諏訪地域 富士見町 富士見町日本語教室

〒399-0211

諏訪郡富士見町富士見3597-1

富士見町コミュニティプラザ

0266-62-7900 8145@town.fujimi.lg.jp ○ ○
水曜日 16時00分から18時00分まで

金曜日 19時00分から21時00分まで
無料 ○ ○ －

初めての方は、生涯学習課 生涯学習係までお電話か

メールでご連絡ください。

21 上伊那地域 伊那市 伊那日本語教室 さくら組 日曜クラス

〒396-0025

伊那市荒井3500番地1

いなっせ４階　402会議室

090-9359-8858 inainaka174@gmail.com ○ ○ 日曜日 10時00分から11時30分まで 無料 ○ － ○
ひらがな、カタカナ、漢字の練習。JLPT対策（各自持

ち込みのテキスト対応可）。会話練習、各種相談。

22 上伊那地域 伊那市 伊那日本語教室 さくら組 土曜クラス

〒396-0025

伊那市荒井3500-1

いなっせ

－ － ○ ○ 土曜日 14時30分から16時00分まで 無料 － － ○
学習者の希望を聞きながら内容を決めている。形態は

マンツーマンの時が多いが小グループの時もある。

23 上伊那地域 伊那市 伊那日本語教室 さくら組 木曜クラス

〒396-0025

伊那市荒井3500-1

いなっせ４階　402会議室

0265-78-4111

（内2741）
－ 〇 － 木曜日 13時00分から14時30分まで 無料 〇 － 〇 出来るだけ個人の力に対応しています。

24 上伊那地域 伊那市 伊那日本語教室 さくら組 ジュニア

〒396-0025

伊那市荒井3500-1

いなっせ４階　402会議室

0265-73-7039 － － ○ 土曜日 13時00分から15時00分まで 無料 ○ － 〇 主に小中学生の日本語指導と教科補習

25 上伊那地域 伊那市 伊那日本語教室　伊那公民館教室

〒396-0015

伊那市中央5052

伊那公民館研修室

090-9359-8858 inainaka174@gmail.com 〇 〇 土曜日 10時00分から11時30分まで 無料 〇 － 〇
ひらがな、カタカナ、漢字の練習。JLPT対策（各自持

ち込みのテキスト対応可）。会話練習、各種相談。

26 上伊那地域 伊那市 ゆいインターナショナル オンライン 090-9359-8858 inainaka174@gmail.com ○ ○ 随時 無料 － ○ 〇

SNSによる日本語学習です。作文チェック、JLPT学

習、相談などチャットメッセージ機能で個別に対応し

ます。

SNS：https://www.facebook.com/inainaka

27 上伊那地域 駒ヶ根市
地球人ネットワークinこまがね　日本

語教室

〒399-4103

駒ヶ根市梨の木2-25

ふれあいセンター

0265-81-5900 － ○ ○

火曜日 13時30分から15時00分まで

水曜日 18時30分から20時00分まで

土曜日 10時00分から11時30分まで

1年間500円 ○ ○ ○

海外から来た人たちの「わからない」「こまった」を

手助けしたい！という思いを持った仲間によって2006

年に開始。日本語教室、交流イベント、生活について

の講座などの活動をしています。

28 上伊那地域 駒ヶ根市 伊南日中友好協会　日本語教室

〒399-4103

駒ヶ根市梨の木2-25

ふれあいセンター

090-7181-6988 － ○ ○

中国帰国者、その

家族の実習生・研

修生も加わること

も可

月１回日曜日 ９時00分から11時00分まで

（参加者の都合を聞いて、次回の日を決める）
無料 ○ － ○

日常生活言葉・文字中心に時事問題や話題になってい

ること、国・県から送られてくる資料（最近はコロナ

感染予防について）を参考に周知を図る。年に１～２

回懇親会を実施し生活状況を把握する。

29 上伊那地域 辰野町
地球人ネットワークinたつの「にほん

ごきょうしつ」

〒399-0426

上伊那郡辰野町宮木城前2674-1
0266-41-5558 volunteer@tatsunomachi.jp ○ ○

第１・２土曜日 10時00分から11時30分まで

第２水曜日 18時30分から20時00分まで

第２・４日曜日 13時30分から15時00分まで

無料 ○ ○ ○

日常会話ができるようになります。

希望によりJLPTの勉強もできます。

お互いの国の文化を考えて、楽しい行事もします。

30 上伊那地域 辰野町 カラフル
〒399-0428

上伊那郡辰野町伊那富2605－2
080-9201-9661 wildrose8979@gmail.com － ○

火曜日 15時00分から19時00分まで

金曜日 15時00分から19時00分まで

土曜日 10時00分から11時00分まで

（土曜日は11月から3月のみ）

小中学生2,500円

園児1,000円
○ ○ ○

日本語学習を取り入れた教科学習をサポートしていま

す。

レベルに合わせて、漢字や読解問題の学習、テスト勉

強や教科学習の復習・予習などを行っています。

プレスクール（小学校入学準備のための日本語教室）

では語彙を増やしながらひらがなの学習を行っていま

す。
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長野県内の地域日本語教室一覧 （令和8年4月23日現在）

この一覧には、情報の公表に同意いただいた教室のみ掲載しています。

電話番号 メールアドレス 大人 子ども 電話 メール 直接 来場

対象者
開設曜日・時間 受講料

申し込み方法
PR（講座の内容・行事等）

連絡先
No 10広域 市町村 日本語教室名 開設場所

31 上伊那地域 箕輪町 箕輪町日本語教室

〒399-4601

上伊那郡箕輪町中箕輪10291-1

箕輪町文化センターまたは地域交流セン

ター

0265-79-4107 － 〇 〇 土曜日 13時00分から15時00分まで 1,000円/半年 〇 － 〇

学習者のニーズに合わせた授業を行っています。例え

ば、生活言語、読み書き、JLPT受験対策などです。サ

ロン的な役割もあり、おしゃべりを楽しみに来る人も

います。

32 上伊那地域 箕輪町 日本語教室「ともだち」

〒399-4601

上伊那郡箕輪町中箕輪10286-1

産業支援センターみのわ

0265-79-3154 kurashi@town.minowa.lg.jp ○ －

木曜日　8：30～10時

土曜日　17：30～19時 （オンライン並行）

オンライン：不定期

無料 ○ ○ ○

日本語レベル、出身国を問わず、誰でも参加できる教

室です。地域社会とつながって生き抜いていくことを

目標にしている教室です。

33 上伊那地域 飯島町 地球人ネットワークinいいじま
〒399-3705

上伊那郡飯島町七久保770-1
090-9874-8164 － ○ － 日曜日 10時00分から11時30分まで 1年間500円 ○ － 〇

駒ヶ根市の地球人ネットワークinこまがねのご協力を

得て、飯島町で日本語教室を開催することになりまし

た。まだボランティアも学習者も少ない状況ですが、

地元で日本語を学べる場所、地域の人と交流できる場

所、飯島町およびその近隣の情報の提供などを目指し

て続けて行きたいと思っております。

イベントに関しましては、飯島独自でもして開催してい

きたいと思っておりますが、地球人ネットワークinこ

まがねのイベントにも参加させていただき、飯島町に

限らず近隣の地域の方々とも交流できたらと考えてい

ます。

どうぞよろしくお願い致します。

34 南信州地域 飯田市 竜丘日本語教室　好友会

〒399-2565

飯田市桐林505

竜丘自治振興センター 竜丘公民館

0265-26-9303 tatsuokahaoyukai@gmail.com ○ ○ 日曜日 13時30分から15時30分まで 無料 〇 〇 〇

みなさんが勉強したい内容に、合わせます。

会話ができるようになりたい、試験に合格したい、な

んでもいいです。

35 南信州地域 飯田市 Hand in Hand 和楽

〒395-0076

飯田市白山町3丁目5-10

おやきの店「和楽」2F

0265-22-0912 － ○ ○
土曜日 13時30分から16時00分まで

日曜日 13時30分から16時00分まで
無料 ○ － ○

国際交流に関心のある方、国籍・宗教・年齢問わず、

どなたでもお気軽にお越しください。

36 南信州地域 飯田市 わいわいサロン

〒395-0086

飯田市東和町２丁目35

丘の上結いスクエア

0265-22-1132 iccc01gkr1@city.iida.nagano.jp ○ ○ 木曜日 10時00分から12時00分 無料 ○ ○ ○
夜の教室（６～８月）（10～12月）もあります。お問

い合わせください。

37 南信州地域 飯田市 ふぁにぃサロン

〒395-0063

飯田市羽場町2丁目14番地9

羽場公民館

0265-23-9749 iccc04@city.iida.nagano.jp ○ ○
火曜日 19時00分から21時00分まで

（年間10回程度の講座）
無料 ○ ○ ○

主に飯田市内に住む外国人を対象とした日本語講座で

す。日本語の勉強だけでなく、地元住民との交流や相

互の異文化理解、外国籍住民の居場所づくりも目的と

しています。

38 南信州地域 松川町 ワールド愛・日本語教室in松川町

〒399-3303

下伊那郡松川町元大島3720

中央公民館えみりあ

0265-48-6929 － ○ ○ 第１・３土曜日 19時00分から20時30分まで

コピー代など必要に

応じて（年に数回程

度）

○ － ○
日本語学習を通して、外国人も日本人もいっしょに学

びあう、国際交流する教室です。

39 南信州地域 豊丘村 だんだんにほんご

〒399-3202

下伊那郡豊丘村神稲369

豊丘村交流学習センターゆめあるて

0265-35-9066 － 〇 －
木曜日 19時00分から

（月１回）
無料 〇 － 〇

毎回テーマを決めて、日本語でおしゃべりをして、だ

んだん日本語を身につけましょう。

40 松本地域 松本市 松本みんなのにほんご教室

〒390-0811

松本市中央1-18-1

松本市中央公民館（Mウイング）

0263-32-1132 matumtominnnano@gmail.com 〇 〇 月・木曜日 9時30分から12時30分まで 1か月4,000円 〇 ○ 〇
学校形式のボランティアクラスです。積上げ式で文

法、読み書き、聞く話すの技能が学べます。

41 松本地域 松本市 なんなん日本語講座

〒399-0002

松本市芳野4-1

なんなんひろば（松南地区公民館）内

0263-26-1083 nan-nan@city.matsumoto.lg.jp ○ ○
月曜日 19時00分から20時30分まで

（祝祭日、年末年始は休講）
無料 ○ － ○

生活に必要な日本語を学習します。小さいお子さんと

一緒に来ても勉強できます。日本語試験を受けたい人

も、日本の文化や自分の国について話したい人もぜひ

どうぞ。

42 松本地域 松本市 松本市中央公民館　日本語講座

〒390-0811

松本市中央1-18-1

松本市中央公民館（Mウイング）

0263-32-1132 gakushu@city.matsumoto.lg.jp ○ ○ 火曜日 19時00分から20時30分まで 無料 ○ ○ ○
学習者のレベルやニーズに合わせグループにわかれ、

楽しく勉強しています。

43 松本地域 松本市 芳川日本語教室
〒399-0034

松本市野溝東2丁目10-1
0263-58-2034 － ○ ○ 木曜日 19時30分から21時00分まで 無料 ○ － ○

地域の日本語教室として、生活や文化なども交えて、

受講者に寄り添いながら、丁寧に指導します。

44 松本地域 松本市 木曜午前日本語教室

〒390-0811

松本市中央1-18-1

松本市中央公民館（Mウイング）

0263-32-1132 gakushu@city.matsumoto.lg.jp ○ ○ 木曜日 10時00分から11時30分まで 無料 ○ － －
いろいろなレベルやニーズの人がグループにわかれ、

会話中心で楽しく勉強しています。

45 松本地域 塩尻市 楽しい日本語講座

〒399-0738

塩尻市大門七番町4-3

塩尻市総合文化センター 204

0263-52-0280 － ○ ○ 日曜日 10時00分から11時45分まで 無料 － － ○
日常会話から子供達の宿題、日本語検定対策まで幅広

く、和気あいあいと活動しています。
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長野県内の地域日本語教室一覧 （令和8年4月23日現在）

この一覧には、情報の公表に同意いただいた教室のみ掲載しています。

電話番号 メールアドレス 大人 子ども 電話 メール 直接 来場

対象者
開設曜日・時間 受講料

申し込み方法
PR（講座の内容・行事等）

連絡先
No 10広域 市町村 日本語教室名 開設場所

46 松本地域 塩尻市 クローバーNIHONGO教室
〒399-0706

塩尻市原新田215-21 村田ビル1F
－

clover.nihongo.matsumoto@gmail.co

m
○ ○

月曜日から金曜日まで 13時00分から21時00分まで

土曜日 10時00分から20時00分まで

（日曜日休み）

1か月6,000円から

（時間数によって変

わる）

〇 ○ －

当教室は在住外国人と外国にルーツを持つ子どものた

めの学習塾です。日本語の勉強から、教科の勉強、受

験対策まで、幅広くサポートしています。

47 松本地域 塩尻市 オニワカおもしろ学習室
〒399-0733

塩尻市大門三番町６-30
080-2156-3802 omoshiro@oniwaka.com ○ ○

土曜日・日曜日　10時30分から21時10分まで

曜日・時間は応相談

１回あたり

大人1,800円/60分

子供900円/30分

○ ○ ○

目標、レベルに合わせて対応します。外国人と日本人

の交流会もします。小中学生の教科補助コースもあり

ます。

48 松本地域 安曇野市 豊科日本語教室

〒399-8205

安曇野市豊科4030-4

ささえあいセンターにじ内

0263-71-2466 － ○ ○ 日曜日 10時00分から12時00分まで（休憩あり） 無料 ○ － ○

学習はスタッフ対生徒が１人対１人で行うことを原則

とし生徒の希望に合わせて行います。日本語学習のほ

かに料理、風習、伝統等この地方の文化にも触れる機

会があります。

49 松本地域 安曇野市 穂高日本語教室

〒399-8303

安曇野市穂高5047

穂高公民館

0263-71-2466

090-1869-9547
m-mie@d4.dion.ne.jp ○ ○ 土曜日 14時00分から16時00分まで 無料 ○ ○ ○

外国人住民と時間や体験を共有しながら、言葉や生活

に慣れるお手伝いをしたり、豊かな考え方をお互いに

伝えあい、相互の文化理解や地域参加につなげていま

す。

多文化共生をテーマに様々な交流を楽しく行っていま

す。

50 松本地域 安曇野市 三郷日本語教室

〒399-8101

安曇野市三郷明盛4810-1

三郷公民館

0263-71-2466 kanai-s@shimintimes.co.jp ○ ○ 土曜日 19時00分から21時00分まで 無料 － － ○

生徒さんの「学びたい事」を優先に楽しく勉強しま

しょうというのが三郷日本語教室です。資格を取りた

い

人には日本語検定試験N5～N2まで対応もしています。

勉強の合間には季節のイベントなども行っています。

51 松本地域 安曇野市 明科日本語教室

〒399-7102

安曇野市明科中川手6824-1

明科公民館

0263-71-2466 － ○ ○ 水曜日 19時00分から21時00分まで 無料 ○ － ○

2023年４月より開講いたしました。学習者の要望に合

わせ、ボランティアスタッフが対応しています。様々

な交流ができる居場所になればと思いますので、お気

軽にご参加ください。

52 松本地域 安曇野市
AIN(あずみの国際化ネットワーク)・

生活者のための日本語教室

〒399-8303

安曇野市穂高4303-１

ネパールレストラン　カトマンズ　穂高店

090-1869-9547 m-mie@d4.dion.ne.jp 〇 〇
火曜日 15時00分から16時00分まで

（祝祭日は休み・レストランの都合で休むことあり）
無料 ○ ○ 〇

学校や市役所などからきた「読めないお知らせ」の説

明もしています。「わからないお知らせ」を持ってき

てください。静かで、おちついてお話ができる教室で

す。

53 松本地域 安曇野市 安曇野市オンライン日本語教室 オンライン 0263-71-2466 shogaigakushu@city.azumino.nagano.jp 〇 －
原則、市内在住・

在勤

令和７年度

10月16日～2月12日

木曜日　19時から20時30分

無料 － － －

オンライン（Zoom）で日本語を学びませんか？

ここでは、安曇野市で生活をするときに役立つことが

学べます。お気軽にご参加ください。

54 松本地域 安曇野市 はなす日本語教室
〒399-83-1

安曇野市穂高有明8629-2
080-3405-7610 ikurakiyoko839@gmail.com ○ ○ 水・木・金・土・日曜日 9時00分から17時00分まで

グループレッスン1回

2,000円から

プライベートレッス

ン1回3,500円から

○ ○ －

日本語教師歴17年。ゼロレベルからビジネスレベルま

で、楽しみながら上達できます。まずはご連絡くださ

い。https://hanasu-nihongo.jimdofree.com/

55 松本地域 安曇野市 青葉な日本語をとりまく教室
〒399-8303

安曇野市穂高10110－2
080-3213-4436 idesign9cocoa@gmail.com ○ ○ 相談の上決定 1回100円 － ○ －

足がなく通いにくい方や、特に児童に関しては曜日・

時間、相談の上決めていきたいと思います。一対一の

授業がいいか、複数の学習がいいかなども、本人の適

性・希望で決めていきます。

●日本語で困った状況にある人　●検定試験に受かる

ことが在留資格にかかわる人など優先。

56 松本地域 塩尻市 吉田日本語教室

〒399－0702

塩尻市大字塩尻町648番地1吉田東公民館

第五会議室

090-8329-1148 whoyou@nifty.com 〇 〇

日曜日 14時00分から18時00分まで

（備考）HP見てください。きてもよい。　いつかえっ

てもよい。https://tatsuya-ito.jimdosite.com/

無料 ○ ○ ○

あなたの、したいことを、します。 なにをしたいか、

おしえてください。すきなじかんに、きてください。

すきなじかんに、かえってください。こまったことを

かいけつしましょう。がっこう、しごと、せいかつ、

ほか。
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57 北アルプス地域 大町市 外国人のための日本語教室
〒398-0002

大町市大町1601-2
0261-22-9988 pub-omachi@city.omachi.nagano.jp ○ ○ 水曜日 19時00分から21時00分まで 無料 ○ ○ ○

外国人の方が必要な日本語を学べる機会の提供と外国

人同士が日常的に集まり交流する拠点づくり及び地域

住民との交流ができるよう年間を通して教室を開催し

ています。

58 北アルプス地域 池田町 池田町日本語教室

〒399-8601

北安曇郡池田町大字池田3336-1

池田町交流センターかえで

0261-62-2058 gakushuu@town.ikeda.nagano.jp ○ ○ 木曜日 19時30分から21時00分まで 無料 ○ ○ ○

59 北アルプス地域 松川村 まつかわ日本語教室

〒399-8501

北安曇郡松川村84-1

多目的交流センター「すずの音ホール」

0261-62-2481 kouminkan@vill.matsukawa.nagano.jp ○ － 金曜日19時30分から21時30分まで
村内者　1,200円/年

村外者　2,400円/年
○ ○ ○ 講師３名、託児なし

60 北アルプス地域 白馬村 白馬日本語教室

〒399-9301

北安曇郡白馬村北城7025番地

白馬ふれあいセンター２階　ボランティア

ルーム

0261-72-7230 － ○ － 不定期水曜日 10時00分から11時00分まで 無料 ○ － ○
開講の情報などはFacebookにもあります。

https://www.facebook.com/JapanesClassHakuba/

61 長野地域 長野市 ほくしんオンライン日本語教室 オンライン 026-223-0053 Kokusai-monzen@outlook.com ○ ○

長野市、千曲市、

坂城町、飯綱町、

小川村に住んでい

る人

土曜日 10時00分から12時00分まで

　　　 14時00分から16時00分まで
無料 － ○ ○

生活に必要な日本語を、ひらがなから勉強することが

できます。Zoomで授業をします。

62 長野地域 長野市
長野市国際交流コーナー無料日本語

教室

〒380-0835

長野市新田町1485-1 もんぜんぷら座3F

長野市国際交流コーナー

026-223-0053 Kokusai-monzen@outlook.com ○ －

月・火・木曜日 10時30分から12時30分まで

　　　　　　　 13時30分から15時30分まで

金・土曜日 10時30分から12時30分まで

無料 ○ ○ ○

長野市が開催している、外国人のための無料日本語教

室です。初級・中級・上級クラスがあります。教科書

は自分で購入していただきます。

63 長野地域 長野市 街角パルinしののい

〒388-8007

長野市篠ノ井布施高田815-1

アスペースしののい２Fホール

026-233-1124 coco1218miki@gmail.com ○ ○ 第１・３日曜日 10時00分から12時00分まで 無料 ○ ○ ○

幅広い世代が参加しています。地元（篠ノ井）の方と

の協力で今年は、ベトナム料理教室、トラック市見

学、歴史散策、防災教室、りんご狩りと様々なイベン

トができ、交流を重ねています。

64 長野地域 長野市 吉田日本語教室

〒380-0813

長野市大字鶴賀緑町1714-5

長野市ふれあい福祉センター

090-1866-7393 － ○ ○ 水曜日 10時30分から12時00分まで 1回100円 ○ － －

日本語の試験を目指す・日常会話・運転免許証を取り

たい・日本の習慣を知りたい等々、学習者の希望に

添った指導をします。バーベキューなどのレクリエー

ションもあります。

65 長野地域 須坂市 日本語教室（須坂市）
〒382-0013

須坂市大字須坂747-イ
026-245-1598 shogaku@city.suzaka.nagano.jp ○ － 第１～３水曜日 13時30分から15時00分まで

1回200円

（月3回参加したとき

は1か月500円)

○ － ○ 1対1での学習ができます。

66 長野地域 須坂市 日本語スペースつなぎめ

〒382-0013

須坂市大字須坂747番地イ

生涯学習センター・中央地域公民館

（ときどきかわります。Instagramや

Facebookをみてください。）

－

E-mail

nihongo.tsunagime@gmail.com

Instagram　nihongo_tsunagime

Facebook　にほんごスペース　つなぎ

め

○ 〇

(1)水曜日 19時30分から21時00分まで

　（For Beginners）

(2)土曜日 13時30分から15時00分まで

　（For Everyone）

(3)日曜日 15時30分から17時00分まで

    （にほんごを　だいたい　はなせるひと）

（じかんが　かわるかもしれません。Instagram

（nihongo_tsunagime）や　Facebook（にほんごス

ペース　つなぎめ）を　みてください。）

1回200円 － ○ ○

いろいろなひとと　はなしたり、かんがえたり、ゲー

ムしたり、スポーツしたりして、にほんごを　まなび

ましょう。

「勉強」というより「活動・交流しながら日本語を学

ぶ」教室です。ボランティアも募集中です。

67 長野地域 千曲市
千曲市人権ふれあいセンター日本語

教室

〒387-0006

千曲市大字粟佐1301番地
026-273-3693 jinken@city.chikuma.lg.jp ○ ○ 第２・４日曜日 10時30分から12時30分まで 無料 － － ○

発足から22年。ベテランのボランティア指導員の皆さ

んが親身になって、日本語を教えてくれます。母国語

で話す交流の場にもなっています。

68 長野地域 千曲市 八幡日本語教室

〒387-0023

千曲市大字八幡3311

八幡公民館内

026-273-1111

（内4114）
shogaku@city.chikuma.lg.jp ○ ○

金曜日 13時30分から15時30分まで

（8月､1月、2月は休み）
無料 － － ○

外国籍の市民を対象に、日常生活や就業に必要な日本

語を、それぞれのレベルに合わせて学習できます。

お子さん連れも大歓迎。お気軽に参加してください。

69 長野地域 坂城町 外国人従業員対象日本語学習コース
〒389-0601

埴科郡坂城町坂城10051
0268-82-3351 sci@sakakinavi.jp － － 水曜日 18時30分から20時00分まで（計10回） － － － －

70 長野地域 高山村 高山村日本語教室

〒382-0800

上高井郡高山村高井4972

高山村公民館

026-214-9762 kyoiku＠vill.takayama.nagano.jp ○ － 年5回　未定 無料 ○ 〇 －
村内の成人の方を対象として、年５回不定期で開催し

ています。詳細は公民館にお問い合わせください。
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長野県内の地域日本語教室一覧 （令和8年4月23日現在）

この一覧には、情報の公表に同意いただいた教室のみ掲載しています。

電話番号 メールアドレス 大人 子ども 電話 メール 直接 来場

対象者
開設曜日・時間 受講料

申し込み方法
PR（講座の内容・行事等）

連絡先
No 10広域 市町村 日本語教室名 開設場所

71 北信地域 中野市 日本語教室（中野市）

〒383-0025

中野市三好町一丁目4番27号

中野市中央公民館

0269-22-2691 － ○ ○
火曜日 10時00分から12時00分まで

第2・4日曜日 19時00分から21時00分まで
無料 ○ － －

市内にお住まいの外国出身の方が日常会話や、簡単な

読み書き、日本の習慣などを学べます。

72 北信地域 山ノ内町 山ノ内町日本語教室

〒381-0401

下高井郡山ノ内町大字平穏4015-1

山ノ内町 文化センター

（必要に応じ出張授業あり）

090-1705-6250 kobays@joy.ocn.ne.jp ○ ○ 学習者の希望に沿うよう配慮します。 無料 ○ ○ －

この教室では2つの目的で学習者を支援しています。

＊日常生活に必要な日本語の習得 ＊日本語能力試験

（JLPT）合格を目指す方

73 北信地域 木島平村 ふれんどりぃ日本語教室

〒389-2303

下高井郡木島平村大字上木島1762

木島平村農村交流館

0269-82-2041 － ○ ○ 水曜日 19時30分から21時30分まで 無料 ○ － ○
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第３章  

「やさしい日本語」  

～日本語交流員として身につけておくべき日本語のスキル～  

 

 

  

 
この章の内容 
 
〇 外国人とのコミュニケーションと日本語 

 

〇 「やさしい日本語」の背景と特徴 

 

〇 「やさしい日本語」を使ってわかりやすく伝える方法 

 

〇 「日本語交流員」として地域の人と外国人を繋ぎ、生活や日本語

の支援やコミュニケーションをするうえで必要な日本語 

著者 

信州大学グローバル化推進センター 日本語講師 岡宮美樹 
 
プロフィール 

上田市出身、長野市在住。 

2019 年度 長野県地域日本語教育コーディネーター  

著者 

信州大学人文学部 准教授 坂口和寛 
 
プロフィール 

専門は日本語教育学（教師養成） 
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この章 の目 的  

 この章では、「日本語交流員」に必要と考えられる日本語の知識やスキルにつ

いて、以下の 2 点から具体的に考え、理解を深めていきます。  

   (1)日本語をやさしくするためのコミュニケーション上の工夫  

   (2)「やさしい日本語」という日本語の考え方と使い方  

 

問 いかけ  

 かたことの日本語を話す外国人と会話をするときに、あなたならどのような話

し方をしますか。また、それはどうしてでしょうか。 

  ［話した経験がある］そのときのことを思い出してください。 

  ［話した経験がない］“自分ならたぶんこういう話し方をするだろう”と 

            具体的に考えてください。 

 

はじめに  

 まずは、「外国人との日本語での話し方」について考えてみましょう。外国人

と日本語でコミュニケーションをするときに、話し方や日本語の使い方にどのよ

うな工夫をしていますか。また、どのようなことを意識するとよいでしょうか。  

 

キーワード  

フォリナー・トーク、「やさしい日本語」、初級の日本語教科書、モジュール

型、文型積み上げ型    

 

知 識  

１．母語話者が外国人と話すときの特徴  

 一般的に、日本人が日本語で外国人と話すとき、話し方や言葉の使い方は日本

人同士のときと違うことがあります。そのような少し特殊な話し方や言葉の使い

方を、「フォリナー・トーク（ foreigner talk）」といいます。  

 ある言語の母語話者（ native speaker）がその言語の非母語話者に話しかけ

る際、よりよく理解してもらうために、会話の内容や話し方を調整するこ

とがある。こういった調整は母語話者同士の会話時には見られないもので

ある。このような対話的調整を含んだ発話をフォリナー・トークと呼ぶ。  

（『改訂版  英語教育用語辞典』、大修館書店、 1999 年、 p.113）  

 同辞典によれば、「調整」には言語的なものと会話的なものがあります。  
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   ［言語的調整］短く話す、ゆっくり話す、漢字やカタカナの言葉・省略・

短縮形・俗語・慣用表現を使わない、など  

   ［会話的調整］相手が話しやすい話題を選ぶ、質問を多くする、内容を確

認するなど  

   ⇒【問いかけ】で考えた話し方はどちらの調整に該当しますか。  

 

 外国人が話す日本語は、日本語母語話者からすると不正確だったり不自然だっ

たりする場合があります。そうした発話にはどう対応するとよいでしょうか。  

ワーク１  

会話の中で外国人が次のように話したとき、あなたならどのように相手に返し

て会話を続けますか。吹き出しに書いてください。  

※外国人の発話は、『日本語誤用辞典 ―外国人日本語学習者の誤用から学ぶ

日本語の意味用法と指導のポイント』（市川保子編、スリーエーネットワ

ーク、 2010 年、 p.440）から抜粋したものです。  
 

［補足］考えた発話のほかに、どのような発話が考えられるでしょうか。  

    できるだけたくさんの発話を考えてみましょう。  

 

知 識  

２．外国人と双方向的なやりとりをするコミュニケーションスキル  

(1)外国人との会話で起こる問題：「意思疎通がうまくできない ! !」  

 外国人と日本語で話すときに起こる大きな問題の一つが、「意思疎通がうまく

できない」ことです。その原因は、日本人・外国人双方の点から考えられます。  

  

もし、私は来年の入学試験をパースしたら 

日本の生活習慣とクラス方式を実地に 

見学することがほしいです。 

外国人 

あなた 
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  ①外国人の発話の問題：話している内容や言葉の意味がとりづらい  

    ［原因］日本語の誤り・発音の不十分さ・使える日本語の少なさ、など  

  ②日本人の発話の問題：伝えたいことを外国人が理解できるように話せない  

    ［原因］使う日本語が外国人にとって難しい  

 外国人との会話は、つねにスムーズに進むとはかぎりません。上に挙げたよう

な原因で会話がつまずいてしまった場合、大きく二つの解決策が考えられます。  

   ＜解決策 1＞外国人にとってわかりやすい日本語を使う  

   ＜解決策 2＞話し方を工夫しながら会話を続ける  

 ＜ 1＞は、特に「やさしい日本語」という考え方と表現方法で行うもので、第 3

節で扱います。まずは、コミュニケーションの方法に関わる＜ 2＞を考えます。  
 

(2)会話を続けながらいろいろな表現を使ってやさしくする工夫  

  外国人との会話でつまずきが生じてうまく意思疎通できないときは、日本語を

やさしくできるチャンスです。わかったふりをせずにやりとりを続けることで相

手の言いたいことがはっきりしてくることがあります。ワーク 1 のような外国人

の発話に対しては、 6 つの “返し方 ”が考えられます。  
 

 
 

(3)日本語交流員に求められる会話スキル  

 図の中心にある点線を境に、外国人の発話への返し方には違いがあります。  

  ［左側の反応］ “日本語を教えること ”への意識や目的が強い  

         特に言語面や正確さを重視。授業で日本語教師が多く行う。

専門的な日本語知識や指導技術が必要  

  ［右側の反応］ “コミュニケーションすること ”への意識や目的が強い  

         コミュニケーションの継続を重視。一般の日本人には特に重

要。専門的な日本語知識があれば、より効果的に行える。  

 「日本語交流員」にとっては、右側の反応が特に重要です。それらを積極的に

行い、「やさしい日本語」（次節）を使って外国人とやり取りを続けることで、

外国人の伝えたいことがわかってきたり、自身の日本語がやさしくなっていった
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りします。また、外国人が話す機会も増やせます。一度に伝えよう、理解しよう

としない姿勢や、相手の意図を先取って話さない姿勢を心がけましょう。  

   ⇒ワーク 1 で考えた発話は図中のどの反応にあてはまるでしょうか？  

 

３．「やさしい日本語」ってどんな日本語？―特徴と学ぶ必要性  

(1)専門的な概念としての「やさしい日本語」  

 日本語教育学では、「やさしい日本語」（カギかっこ付きです）という考え方

やスキルの重要性が多く指摘されています。外国人が理解できるように意図的に

やさしくした日本語が、「やさしい日本語」です。  

  ＜発端＞ 1995 年「阪神・淡路大震災」の際、被災外国人へ必要な情報が十分

に伝わらなかった。外国人への災害時の情報提供手段として、英語を

始めとした外国語ではなく日本語の重要性が認識され研究対象に。  

  ＜現在＞災害時・緊急時のほか、平時の情報提供やコミュニケーションでの

言語手段として「やさしい日本語」の重要性が指摘されている。  

     ［例］「NHK News WEB EASY」、外国ルーツの子どもへの支援  

    観光地での案内、医療現場での利用  

        障害を持つ人やお年寄りへの活用（対象は外国人に限らない）  

 

 (2)「やさしい日本語」とは  

 「やさしい日本語」は、外国人にとってわかりやすくなるよ

うに、相手の日本語能力に合わせて語句や表現をやさしいもの

に調整して話す（書く）日本語のことです（⇒参考資料 1 と

2）。「やさしい日本語」は「フォリナー・トーク」（ 1 節）

の一種といえます。  

  フォリナー・トーク：  “外国人にわかりやすいだろう ”

と考えて行うが、成功するとはか

ぎらない。個人差も大きい。  

  「やさしい日本語」：外国人に確実に伝わるように、

やさしく言い換える。失敗もあるが、伝えたいことが

正確に伝わるような、成功度を高める日本語の工夫。  

 

(3)「やさしい日本語」の具体例  

 わたしたちはふだん、無意識的に日本語を使っています。日本人同士では問題

がない日本語や話し方でも、相手が外国人だと “問題だらけ ”の場合があります。

無意識的な普段使いの日本語に潜む難しさを、用例から具体的に考えてみます。  
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ワーク２  

【問題 1】  

例 A と B の日本語はそれぞれ、外国人にとってどのような点が理解しにくいで

しょうか。また、日本語の難しさにどのような違いがあるでしょうか。  

 ※例 A は大学生同士の会話の一部で、例 B は就職情報誌に見られる表現  

 ［A］「チャレンジするのに遅すぎるということはない」ってよく言われるけ

ど、なんかさ、昔とそんなになんか考え方とか変わってない部分は別に

昔の方法でもいいかもだけど、なんか昔と、なんか具体的にはよくわか

んないけど、なんか今と昔で考え方とか変わった部分とかを、昔のなん

か価値観とかでやるのは、成功させるのは無理かなみたいに思う  

 ［B］未経験者・経験者問わず大歓迎（高校生不可）  
 

  ＜【問題１】の記述らん＞  

 

【問題 2】  

例 1 と例 2 の日本語を、外国人 ※が理解できるようにわかりやすく（直感的

に）言い換えてください。【問題 1】で考えたことも参考にしてみましょう。  

    ※かたことでたどたどしい日本語を話す外国人（初級レベル）を想定  
 

［例１］ある日本人大学生の発話  

 (1)「チャレンジするのに遅すぎるということはない」ってよく言われるけど、

なんかさ、昔とそんなになんか考え方とか変わってない部分は別に昔の方法

でもいいかもだけど、なんか昔と、なんか具体的にはよくわかんないけど、   

なんか今と昔で考え方とか変わった部分とかを、昔のなんか価値観とかでや

るのは、成功させるのは無理かなみたいに思う。  

［例 A］  

 

 

 

 

［例 B］  

 

 

 

 

〔難しさの違い〕  
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  (2)「為せば為る」、なんかこう為せば為るってやればできるみたいなことだ

けど、でもやってもどうにもならないこともあるだろうしそういうのいっ

ぱいあったから、実体験に基づいて、だから、そうとは限らないと思うん

だけど、たぶん失敗することもあって、失敗して、切り替えて次に行くみ

たいなことも大事かなっていうのもあるんじゃないかな。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［例２］就職情報誌によく見られる日本語  

(1)①未経験者・経験者問わず大歓迎（高校生不可）  

    

  

   

 ②未経験の方でも一からきちんと指導しますのでご安心ください！  

 

 

 

 

(2)  頑張り次第で正社員へステップアップ！（昇給あり）  
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(3)シフトについては応相談（勤務時間は 3 時間より）  

 

 

 

(4)制服貸与・残業手当あり  

 

 

    

(5)まずはお気軽にお電話下さい  

 

 

 

(6)国籍・経験・学歴は不問です  

 

 

 

(7)マイカー通勤 OK（無料駐車場あり）  

 

 

 

(8)ノルマ無しで働きやすい職場です  

 

ワーク３  

「やさしい日本語」には、わかりやすく言い換えるための原則があります。例え

ば、以下のような原則をもとに考えると、【問題 2】で言い換えた日本語はわか

りやすくなっているでしょうか。見直して、必要なら修正してください。  

 ［注意 1］以下に挙げた「表現法」は、防災・減災を目的とした「やさしい日

本語」に関わるものです。【問題 2】は日常的な日本語の例ですが、

その言い換えに際しても「表現法」が参考になります。  

 ［注意 2］「やさしい日本語」で“書く”場合には、すべての漢字にふりがな

を必ずつけてください。  
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＜「やさしい日本語」の表現法＞（書きことば・読みことば共通）  

  1．難しいことばを避け、簡単な語を使う  

  2．一文を短くして、文の構造を簡単にする  

  3．文末表現はなるべく統一する  

  4．二重否定の表現は避ける  

  5．曖昧な表現は使わない  

  6．動詞を名詞化したものはできるだけ動詞文にして使う  

  7．外来語を使うときは注意が必要  

  8．擬音語や擬態語は避ける  

  ※佐藤和之（ 2016）「外国人被災者の負担を減らす「やさしい日本語」」

野村正昭・木村義之編『わかりやすい日本語』（くろしお出版）より  

 

知 識  

４．日本語教育の観点から見た「やさしい日本語」  

 現在、日本語教育は大きく二つの教育場面があります。進学や留学を目的とし

た日本語学校等での教育と、日本語を教える地域のボランティア等での教育で

す。注目したい両者の違いはそれぞれの学習時間です。  

 初級の到達目標までにかかる時間は一般的に約 300 時間です。日本語学校では

集中的に学ぶので、週に 20 時間学んで、約 15 週間で終えることができるのに対

して、ボランティアなどでは週１回約 2 時間の授業では約 3 年かかる計算になり

ます。こうした現状から日本語学校で行われている授業ではなく、より地域の特

性に着目した日本語教材がいくつか出版されるようになりました。  

 ここで、「やさしい日本語」という観点から作られたモジュール型の日本語教

科書を見てみましょう。語彙や文法を教えることが中心的な目的の教科書と併せ

て、最初の二課で取り上げられる文法項目を見てみましょう。  
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 ①「やさしい日本語」&トピックシラバスの教科書（モジュール型）  

課  新出文型・表現  

第 1 課  

・［名詞］をたべました・のみました。  

・［名詞］をたべましたか（のみましたか）？  

   はい、たべました（のみました）  

   いいえ、（なにも）たべませんでした（のみませんでした）  

・［モノの範囲］で［名詞］がすきです。  

                 なにがすきですか？  

・［日本の料理］は［イ形容詞］です。  ※味覚の表現限定  

第 2 課  

・わたしは、［仕事］です（いま  しごとがありません）  

・くには、［国名］です。  

・［国名］の［都市・町］です  

・［国・家］に［家族］と［家族］がいます。  

・なんですか？／どこですか？／だれがいますか？  

（『にほんごこれだけ！』 1、ココ出版）  
 

②文法シラバスの代表的な初級教科書（文型積み上げ型）  

課  新出文型・表現  

第 1 課  

・［名詞］は［名詞］です。（例：ミラーさんはアメリカ人です。）  

・［名詞］は［名詞］じゃありません。  

・［名詞］は［名詞］か。（例：ミラーさんはアメリカ人ですか。）  

・数字 +歳  

・（国名）人  

・初対面の挨拶  

 

第 2 課  

・これ、それ、あれ、この、その、あの  

・そうです。そうじゃありません。  

・［名詞］の［名詞］です。  

 （例：車の雑誌です。ミラーさんの傘です。）  

（『みんなの日本語  初級１［本冊］』、スリーエーネットワーク）  

 

 モジュール型の教科書は第 1 課から「食べました」「飲みました」などの動詞

やイ形容詞など幅広い文法項目が出てきます。また、 1 課と 2 課には文法や語彙

に関連性は薄く、いわゆる一課完結になっています。一方、文型シラバスの教科

書の場合、第 1 課は名詞文が学習項目で、第 2 課は第 1 課で学んだ項目を使っ

て、新しい文法や語彙を学びます。  

 ≪モジュール型教科書の日本語教育的ポイント！≫  

  1)“日本語を使って何をする？”という行動面から学ぶ日本語  

    →目標となる行動や目的の達成のために使える文法・表現・語彙の提示  

  2)教科書を 1 ページから順に勉強する必要はない。学習者のニーズや授業な

どに合わせてトピックや学ぶ課を自由に選ぶ。  
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 ≪文法積み上げ型教科書の日本語教育的ポイント！≫  

  1)大学へ進学する（大学で学ぶ）ための基礎的な日本語力の習得を目指す。  

    →日本語でアカデミックな活動ができるように “身につけておく必要があ

るだろう ”文法や語彙を提示  

  2)段階的な「積み上げ型」の内容と構成  

   ★教科書を用いた継続的な指導や学習が求められる  

     →今日学んだ文法項目は明日以降の学習に必要  

      （前の課で学んだことの定着が不十分だと後の課でつまずく）  

  3)学ぶ日本語は文法中心に構成。教師は目標となる文法に合う会話や場面を

考える。  
 

【日本語教育的ポイント】  

 モジュール型  文型積み上げ型  

注目ポイント  
行動中心  

（日本語を使って何をするか）  
言語構造中心  

教科書の配列  
トピックごと  

（何について話すか）  

“易しい→難しい”  

“単純→複雑”  

学習の進み方  

「点」的  

ニーズに合わせて学ぶ課を選ぶ  

※「臨機応変」の教科書使用  

「直線」的  

既習項目を基に新出項目を学ぶ  

※「継続的・計画的」な使用  

学びのゴール  

（評価対象）  

日本語を使って目標となる行動

ができる  
文法や文型をたくさん覚える  

 

 

５．おわりに：「日本語交流員」としての「やさしい日本語」力を高めるために  

 「日本語交流員」の大切な役割の一つは、自然なコミュニケーションを通じて

外国人の日本語の学びをサポートすることです。そしてその際には、「やさしい

日本語」という言語手段の活用が重要です。「やさしい日本語」は外国人とのコ

ミュニケーションを支えるだけでなく、日本語母語話者自身の、言葉への意識と

表現技術の向上につながります。「やさしい日本語」の上手な使い手になるため

に、普段の生活や学びのなかで意識的にできる工夫があります。  

 

＜ “「やさしい日本語」力 ”を支える知識やスキルを高めるためにできること＞  

①「わがふり」をふりかえってみる  

 1)自分の会話を録音・録画したり、書いた文章をコピーしたりします。  

 2)弘前大学社会言語学研究室・佐藤和之氏や庵功雄氏が提示する「やさしい

日本語」の言い換え規則を参考に、改善できそうな点を考えてみましょう。  

②「人のふり」を観察してみる  

 1)ふだん視聴しているテレビやラジオの番組を録音・録画します。  
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 2)“相手が日本人なら問題ないけど外国人なら難しいかな ??”という日本語や話

し方をチェックして、やさしく言い換える方法を考えてみましょう。  

③日本語教材を調べてみる  

 「やさしい日本語」は意識することでできる部分と、日本語教育学や日本語

学の知識によってうまくできる部分があります。日本語教科書や教師用参考書

を活用し、外国人が学ぶ文法や語彙の特徴を探ってみましょう。  

 ⇒日本語の知識やスキルを持つよりよい「日本語交流員」へ。日本語教師へ。  

 ・文法積み上げ型・文法中心の教科書（日本語学校などでの教室指導向き）  

 ・モジュール型（一回完結型）・コミュニケーション活動中心の教科書  

（地域日本語教育向き）  

 ・ “日本語のやさしさ ”に着目した教科書 ――など  

④専門的な内容や分野にも足を踏み入れてみる  

 1)「読書案内」の書籍などを参考に学びをより深めていきましょう。  

 2)初級の日本語指導で扱われる文法・語彙項目を学んでみましょう。「日本

語交流員」としての日本語力を高めるうえでとても効果的です。  

 

 

～参考資料～  

(1)『やさしい日本語―多文化共生社会へ』（庵功雄、岩波新書、 2016 年）  

(2)『わかりやすい日本語』（野村正昭・木村義之編、くろしお出版、 2016 年）  

［補足］「やさしい日本語」はその目的から、緊急時のものと平時のものに大き

く分けられます。文献 (1)は平時の、 (2)の第 7 章（佐藤和之氏執筆） ※は

減災の「やさしい日本語」について、考え方や背景にある事がら、表現意

識、言い換え規則が説明されています。  

      ※佐藤和之執筆「外国人被災者の負担を減らす『やさしい日本語』―

在住 1 年の外国人にもわかる表現で伝える」（ pp.245-275）  

(3)『にほんごこれだけ !  1』『にほんごこれだけ !  2』（庵功雄監修、ココ出版）  

(4)『みんなの日本語  初級Ⅰ（第 2 版）』・『みんなの日本語  初級Ⅱ（第 2

版）』（スリーエーネットワーク  編、スリーエーネットワーク）  

(5)『みんなの日本語  初級 I（第 2 版）教え方の手引き』・『みんなの日本語  初

級Ⅱ（第 2 版）教え方の手引き』（スリーエーネットワーク）  

［補足］学習者が初級段階で学ぶ日本語の全体像は、日本語教科書で知ることが

できます。文献 (3)は平時の「やさしい日本語」の考え方に基づくモジュ

ール型のコミュニケーション用教材です。 (4)(5)は文法積み上げ型の代表

的な初級教科書とその教師用参考書です。「やさしい日本語」の効果的な

使用には、初級日本語教育の知識が欠かせません。  
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(6)『「分かりやすい表現」の技術―意図を正しく伝えるための 16 のルール』

（藤沢晃治、講談社ブルーバックス新書、 1999 年）  

(7)『人を助けるとはどういうことか―本当の協力関係をつくる 7 つの原則（第 2

版）』（エドガー･H･シャイン、英治出版、 2011 年）  

［補足］「やさしい日本語」の言い換えには、語句や文構造など言葉に関わる規

則と、話し方や伝え方に関わる規則があります。日本人向け書籍の (6)は

わかりやすさを重視した表現技法を扱っており、その考え方は「やさし

い日本語」と共通します。 (7)は、相手の立場に立ち、ひとりよがりのコ

ミュニケーションをしないための工夫を扱っています（第 2 節の内容や

本教材の第 4 章に関わります）。外国人の発話意図をより正確に理解し

「やさしい日本語」でコミュニケーションを行う際の参考となります。  
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長野県内の地域日本語教室一覧 （令和8年4月23日現在）

この一覧には、情報の公表に同意いただいた教室のみ掲載しています。

電話番号 メールアドレス 大人 子ども 電話 メール 直接 来場

佐久地域 小諸市 小諸日本語教室　昼教室 ○ ○ 水曜日 10時00分から11時30分まで 無料 ○ ○ ○

佐久地域 小諸市 小諸日本語教室　夜教室 ○ ○ 土曜日 19時00分から20時30分まで 無料 ○ ○ ○

2 佐久地域 佐久市 日本語教室　すずらんの会

〒385-0053

佐久市野沢取出町183

生涯学習センター内

090-2483-0277 i.kato.dream@gmail.com ○ －
土曜日 10時00分 から 11時30分まで

（４月第２土曜~12月第２土曜（カレンダーによる））
無料 ○ ○ ○

地域に住む日本語を第一言語としない人を対象に、日

本語を支援しているボランティア団体です。1993 年に

スタートしました。日本語学習の他に、日本文化の紹

介や体験学習を行っています。

3 佐久地域 佐久市 サラダボウルの会

〒385-0051

佐久市中込1丁目17番地8

社会医療法人恵仁会中込施設2階

080-3394-7480 sakusalad2016@gmail.com ○ ○
日曜日 13時00分から14時30分まで

（公民館の予約状況により毎月３回程度）
無料 ○ ○ ○

サラダボウルの会は佐久地方に住む外国人と地元住民

をつなぐ場として発足しました。現在は1対1での日本

語教室、花見や遠足などのイベントのほか、多言語で

の相談なども受け付けています。

4 佐久地域 佐久市 日本語教室もちづき

〒384-2202

佐久市望月303

駒の里ふれあいセンター

080-6936-1163 km.iwa0267@gmail.com ○ ○ 日曜日 10時00分から11時40分まで 1か月100円 ○ ○ ○

毎回、前半は交流をかねて参加者全員で季節や文化の

話題を出し合い、後半は、参加者の学びたいこと(日常

会話、日本語能力試験、読解等)に合わせて、スタッフ

が一人以上ついて個別学習を行います。

5 佐久地域 佐久市 ふらっと☆さく
〒385-0022

佐久市岩村田795-1　神津ビル2階
090-8167-4689 putih163@yahoo.co.jp ○ － 土曜日 13時30分から15時30分まで（月３回）

行事の際は保険料100

円/一人
○ ○ ○

長野県モデル地域日本語教室終了後に立ち上がった人

材連携型の新しい日本語教室です。様々な世代・国籍

スタッフと一緒に生活のための日本語を、実践を交え

ながら学習していきます。

6 佐久地域 佐久穂町 日本語教室（佐久穂町）
〒384-0503

南佐久郡佐久穂町大字海瀬2570
0267-86-2041 kouminkan@town.sakuho.nagano.jp ○ ○ 土曜日 9時00分から11時00分まで 無料 ○ － ○

7 佐久地域 御代田町 外国籍住民のための日本語教室

〒389-0207

北佐久郡御代田町馬瀬口1901-1

エコールみよた

0267-32-2770 miyota@town.miyota.nagano.jp ○ ○
日曜日 14時00分から15時45分まで

（月４回）
1か月100円 ○ ○ ○

・レベル別（４クラス）学習

・保有教材使用時は貸与しますので教材のお金はいり

ません。

・個人で教材が欲しい時は　実費を頂きます。

8 佐久地域 軽井沢町 共生ネット軽井沢日本語教室

（月曜日）

〒389-0111

北佐久郡軽井沢町長倉2353-1

中央公民館

（木曜日）

〒389-0111

北佐久郡軽井沢町長倉4844-1

木もれ陽の里内ボランティアセンター

090-4460-2848 oar@sas.janis.or.jp 〇 －
月曜日　19時00分から21時00分まで

木曜日　10時00分から12時00分まで
無料 〇 〇 〇

日本語を習いたい外国籍労働者、定住者等の方に日常

会話程度の日本語を教えることにより、お互いの交流

を促進し、共生社会を作る。

9 上田地域 上田市 ゆうあいまるこ

〒386-0404

上田市上丸子1600-1

丸子ボランティア地域活動センター

－ － ○ ○ 土曜日 10時00分から11時30分まで 教科書代約1,100円 － － 〇
大人の日本語習得支援、子供の学習支援をしていま

す。地域行事等にも参加しています。

10 上田地域 上田市 ふれあい日本語教室

〒386-0012

上田市中央3-5-1

ふれあい福祉センター

080-5109-8544 hanagoji60@gmail.com ○ ○ 日曜日 10時00分から12時00分まで 1年間500円 ○ － ○

日本語を学びたい人は　誰でも大歓迎します。また他

の国の人ともお友達になれます。日本語能力検定を受

けたい人の為のクラスもあります。

11 上田地域 上田市 上小日本語講座

〒386-1102

上田市上田原1640

上田創造館

090-1215-5561 jfk2tana@hotmail.com ○ ○
日曜日 13時30分から15時00分まで

（月３回）
無料 ○ ○ ○ どなたでもお気軽にご参加ください。

12 上田地域 上田市 みんなの日本語広場　たろうやま
〒386-0002

上田市住吉378-1
090-2210-4793 nekonomii@gmail.com ○ ○ 土曜日 13時00分から15時00分まで 無料 ○ － ○

時々、お茶会などを開いてとてもアットホームな中で

勉強しています。

13 上田地域 上田市 にほんごTADOKU教室　Motivation

〒386-0014

上田市材木町1-2-2

上田市市民プラザ・ゆう

－ motivation2023nagano@gmail.com ○ ○ 親子での参加も可

土曜日 14時00分から16時00分まで

または

日曜日14時00分から16時00分まで

（月２、３回程度の予定）

無料 － ○ ○

日本語でやさしい本を読むクラスです。とてもやさし

い本から読みます。たくさん読むと、だんだん日本語

が読めるようになります。親子で読んでも、一人で

も、みんなで読んでもいいです。楽しく本を読みま

しょう。

14 上田地域 上田市 みのりの会

〒386-0014

上田市材木町1-2-2

上田市市民プラザ・ゆう

0268-22-2790 － ○ ○ 土曜日 13時00分から15時00分まで（祝祭日除く） 無料 ○ － ○

対象者
開設曜日・時間 受講料

申し込み方法
PR（講座の内容・行事等）

1

〒384-0025

小諸市相生町3-3-3

小諸市市民交流センター

0267-22-1700

（内線2311）
seisaku@city.komoro.nagano.jp

小諸市にお住まいの外国籍市民や、小諸市に通勤・通

学する外国籍住民に対して、ニーズに合わせた日本語

学習指導を行っています。

連絡先
No 10広域 市町村 日本語教室名 開設場所

1

資
料
１



長野県内の地域日本語教室一覧 （令和8年4月23日現在）

この一覧には、情報の公表に同意いただいた教室のみ掲載しています。

電話番号 メールアドレス 大人 子ども 電話 メール 直接 来場

対象者
開設曜日・時間 受講料

申し込み方法
PR（講座の内容・行事等）

連絡先
No 10広域 市町村 日本語教室名 開設場所

15 諏訪地域 岡谷市
（公財）おかや文化振興事業団国際

交流センター　日本語教室

〒394-0027

岡谷市中央町1丁目11-1

イルフプラザカルチャーセンター・生涯学

習館3階

0266-24-3226 oiea@oiea.jp 〇 〇
月曜日 19時00分から20時30分まで

（HPよりスケジュール表をご確認ください）
無料 〇 ○ ○ 生活支援のための日常会話を教えています。

16 諏訪地域 岡谷市
日本語ボランティア教室「ふれあ

い」

〒394-0081

岡谷市長地権現町4-11-50

諏訪湖ハイツ

080-4739-2584 － ○ ○ 日曜日 10時30分から12時00分まで 1か月200円 ○ － ○
春と秋にお茶会、夏に暑気払い、12月に交流会（各国

のお国自慢料理を作って食事会をする）

17 諏訪地域 岡谷市 日本語教室「サンディ」

〒394-0081

岡谷市長地権現町4-11-50

諏訪湖ハイツ

090-3558-0472 smallbox628@gmail.com ○ ○ 日曜日 10時30分から12時00分まで 1回100円 ○ ○ ○
日本語を習得するだけでなく日本の文化体験などにも

触れる機会もあります。

18 諏訪地域 諏訪市 日本語学習支援さくらの会

〒392-0024

諏訪市小和田19-3

諏訪市総合福祉センター「湯小路いきいき

元気館」

090-1543-4400 － ○ ○ 水・土・日曜日 10時00分から12時00分まで 1か月 500円 ○ － ○

地域に住む外国人のみなさんに日本語能力検定試験

（JLPT）・ビジネス日本語（BJT）・介護の日本語・

日常会話など「やさしい日本語」で学習支援します。

お花見・スピーチ大会・異文化交流会などに参加して

楽しく日本語をまなんでいきましょう。

19 諏訪地域 茅野市 茅野市日本語教室

〒391-0002

茅野市塚原2-5-45

茅野市ひと・まちプラザ

－ － ○ ○
第１・３・４・５土曜日 13時00分から15時00分まで

第２日曜日 13時00分から15時00分まで
無料 ○ ○ －

初めての方は茅野市企画部　地域創生課（0266-72-

2101 内線232）までご連絡ください。

20 諏訪地域 富士見町 富士見町日本語教室

〒399-0211

諏訪郡富士見町富士見3597-1

富士見町コミュニティプラザ

0266-62-7900 8145@town.fujimi.lg.jp ○ ○
水曜日 16時00分から18時00分まで

金曜日 19時00分から21時00分まで
無料 ○ ○ －

初めての方は、生涯学習課 生涯学習係までお電話か

メールでご連絡ください。

21 上伊那地域 伊那市 伊那日本語教室 さくら組 日曜クラス

〒396-0025

伊那市荒井3500番地1

いなっせ４階　402会議室

090-9359-8858 inainaka174@gmail.com ○ ○ 日曜日 10時00分から11時30分まで 無料 ○ － ○
ひらがな、カタカナ、漢字の練習。JLPT対策（各自持

ち込みのテキスト対応可）。会話練習、各種相談。

22 上伊那地域 伊那市 伊那日本語教室 さくら組 土曜クラス

〒396-0025

伊那市荒井3500-1

いなっせ

－ － ○ ○ 土曜日 14時30分から16時00分まで 無料 － － ○
学習者の希望を聞きながら内容を決めている。形態は

マンツーマンの時が多いが小グループの時もある。

23 上伊那地域 伊那市 伊那日本語教室 さくら組 木曜クラス

〒396-0025

伊那市荒井3500-1

いなっせ４階　402会議室

0265-78-4111

（内2741）
－ 〇 － 木曜日 13時00分から14時30分まで 無料 〇 － 〇 出来るだけ個人の力に対応しています。

24 上伊那地域 伊那市 伊那日本語教室 さくら組 ジュニア

〒396-0025

伊那市荒井3500-1

いなっせ４階　402会議室

0265-73-7039 － － ○ 土曜日 13時00分から15時00分まで 無料 ○ － 〇 主に小中学生の日本語指導と教科補習

25 上伊那地域 伊那市 伊那日本語教室　伊那公民館教室

〒396-0015

伊那市中央5052

伊那公民館研修室

090-9359-8858 inainaka174@gmail.com 〇 〇 土曜日 10時00分から11時30分まで 無料 〇 － 〇
ひらがな、カタカナ、漢字の練習。JLPT対策（各自持

ち込みのテキスト対応可）。会話練習、各種相談。

26 上伊那地域 伊那市 ゆいインターナショナル オンライン 090-9359-8858 inainaka174@gmail.com ○ ○ 随時 無料 － ○ 〇

SNSによる日本語学習です。作文チェック、JLPT学

習、相談などチャットメッセージ機能で個別に対応し

ます。

SNS：https://www.facebook.com/inainaka

27 上伊那地域 駒ヶ根市
地球人ネットワークinこまがね　日本

語教室

〒399-4103

駒ヶ根市梨の木2-25

ふれあいセンター

0265-81-5900 － ○ ○

火曜日 13時30分から15時00分まで

水曜日 18時30分から20時00分まで

土曜日 10時00分から11時30分まで

1年間500円 ○ ○ ○

海外から来た人たちの「わからない」「こまった」を

手助けしたい！という思いを持った仲間によって2006

年に開始。日本語教室、交流イベント、生活について

の講座などの活動をしています。

28 上伊那地域 駒ヶ根市 伊南日中友好協会　日本語教室

〒399-4103

駒ヶ根市梨の木2-25

ふれあいセンター

090-7181-6988 － ○ ○

中国帰国者、その

家族の実習生・研

修生も加わること

も可

月１回日曜日 ９時00分から11時00分まで

（参加者の都合を聞いて、次回の日を決める）
無料 ○ － ○

日常生活言葉・文字中心に時事問題や話題になってい

ること、国・県から送られてくる資料（最近はコロナ

感染予防について）を参考に周知を図る。年に１～２

回懇親会を実施し生活状況を把握する。

29 上伊那地域 辰野町
地球人ネットワークinたつの「にほん

ごきょうしつ」

〒399-0426

上伊那郡辰野町宮木城前2674-1
0266-41-5558 volunteer@tatsunomachi.jp ○ ○

第１・２土曜日 10時00分から11時30分まで

第２水曜日 18時30分から20時00分まで

第２・４日曜日 13時30分から15時00分まで

無料 ○ ○ ○

日常会話ができるようになります。

希望によりJLPTの勉強もできます。

お互いの国の文化を考えて、楽しい行事もします。

30 上伊那地域 辰野町 カラフル
〒399-0428

上伊那郡辰野町伊那富2605－2
080-9201-9661 wildrose8979@gmail.com － ○

火曜日 15時00分から19時00分まで

金曜日 15時00分から19時00分まで

土曜日 10時00分から11時00分まで

（土曜日は11月から3月のみ）

小中学生2,500円

園児1,000円
○ ○ ○

日本語学習を取り入れた教科学習をサポートしていま

す。

レベルに合わせて、漢字や読解問題の学習、テスト勉

強や教科学習の復習・予習などを行っています。

プレスクール（小学校入学準備のための日本語教室）

では語彙を増やしながらひらがなの学習を行っていま

す。
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電話番号 メールアドレス 大人 子ども 電話 メール 直接 来場

対象者
開設曜日・時間 受講料

申し込み方法
PR（講座の内容・行事等）

連絡先
No 10広域 市町村 日本語教室名 開設場所

31 上伊那地域 箕輪町 箕輪町日本語教室

〒399-4601

上伊那郡箕輪町中箕輪10291-1

箕輪町文化センターまたは地域交流セン

ター

0265-79-4107 － 〇 〇 土曜日 13時00分から15時00分まで 1,000円/半年 〇 － 〇

学習者のニーズに合わせた授業を行っています。例え

ば、生活言語、読み書き、JLPT受験対策などです。サ

ロン的な役割もあり、おしゃべりを楽しみに来る人も

います。

32 上伊那地域 箕輪町 日本語教室「ともだち」

〒399-4601

上伊那郡箕輪町中箕輪10286-1

産業支援センターみのわ

0265-79-3154 kurashi@town.minowa.lg.jp ○ －

木曜日　8：30～10時

土曜日　17：30～19時 （オンライン並行）

オンライン：不定期

無料 ○ ○ ○

日本語レベル、出身国を問わず、誰でも参加できる教

室です。地域社会とつながって生き抜いていくことを

目標にしている教室です。

33 上伊那地域 飯島町 地球人ネットワークinいいじま
〒399-3705

上伊那郡飯島町七久保770-1
090-9874-8164 － ○ － 日曜日 10時00分から11時30分まで 1年間500円 ○ － 〇

駒ヶ根市の地球人ネットワークinこまがねのご協力を

得て、飯島町で日本語教室を開催することになりまし

た。まだボランティアも学習者も少ない状況ですが、

地元で日本語を学べる場所、地域の人と交流できる場

所、飯島町およびその近隣の情報の提供などを目指し

て続けて行きたいと思っております。

イベントに関しましては、飯島独自でもして開催してい

きたいと思っておりますが、地球人ネットワークinこ

まがねのイベントにも参加させていただき、飯島町に

限らず近隣の地域の方々とも交流できたらと考えてい

ます。

どうぞよろしくお願い致します。

34 南信州地域 飯田市 竜丘日本語教室　好友会

〒399-2565

飯田市桐林505

竜丘自治振興センター 竜丘公民館

0265-26-9303 tatsuokahaoyukai@gmail.com ○ ○ 日曜日 13時30分から15時30分まで 無料 〇 〇 〇

みなさんが勉強したい内容に、合わせます。

会話ができるようになりたい、試験に合格したい、な

んでもいいです。

35 南信州地域 飯田市 Hand in Hand 和楽

〒395-0076

飯田市白山町3丁目5-10

おやきの店「和楽」2F

0265-22-0912 － ○ ○
土曜日 13時30分から16時00分まで

日曜日 13時30分から16時00分まで
無料 ○ － ○

国際交流に関心のある方、国籍・宗教・年齢問わず、

どなたでもお気軽にお越しください。

36 南信州地域 飯田市 わいわいサロン

〒395-0086

飯田市東和町２丁目35

丘の上結いスクエア

0265-22-1132 iccc01gkr1@city.iida.nagano.jp ○ ○ 木曜日 10時00分から12時00分 無料 ○ ○ ○
夜の教室（６～８月）（10～12月）もあります。お問

い合わせください。

37 南信州地域 飯田市 ふぁにぃサロン

〒395-0063

飯田市羽場町2丁目14番地9

羽場公民館

0265-23-9749 iccc04@city.iida.nagano.jp ○ ○
火曜日 19時00分から21時00分まで

（年間10回程度の講座）
無料 ○ ○ ○

主に飯田市内に住む外国人を対象とした日本語講座で

す。日本語の勉強だけでなく、地元住民との交流や相

互の異文化理解、外国籍住民の居場所づくりも目的と

しています。

38 南信州地域 松川町 ワールド愛・日本語教室in松川町

〒399-3303

下伊那郡松川町元大島3720

中央公民館えみりあ

0265-48-6929 － ○ ○ 第１・３土曜日 19時00分から20時30分まで

コピー代など必要に

応じて（年に数回程

度）

○ － ○
日本語学習を通して、外国人も日本人もいっしょに学

びあう、国際交流する教室です。

39 南信州地域 豊丘村 だんだんにほんご

〒399-3202

下伊那郡豊丘村神稲369

豊丘村交流学習センターゆめあるて

0265-35-9066 － 〇 －
木曜日 19時00分から

（月１回）
無料 〇 － 〇

毎回テーマを決めて、日本語でおしゃべりをして、だ

んだん日本語を身につけましょう。

40 松本地域 松本市 松本みんなのにほんご教室

〒390-0811

松本市中央1-18-1

松本市中央公民館（Mウイング）

0263-32-1132 matumtominnnano@gmail.com 〇 〇 月・木曜日 9時30分から12時30分まで 1か月4,000円 〇 ○ 〇
学校形式のボランティアクラスです。積上げ式で文

法、読み書き、聞く話すの技能が学べます。

41 松本地域 松本市 なんなん日本語講座

〒399-0002

松本市芳野4-1

なんなんひろば（松南地区公民館）内

0263-26-1083 nan-nan@city.matsumoto.lg.jp ○ ○
月曜日 19時00分から20時30分まで

（祝祭日、年末年始は休講）
無料 ○ － ○

生活に必要な日本語を学習します。小さいお子さんと

一緒に来ても勉強できます。日本語試験を受けたい人

も、日本の文化や自分の国について話したい人もぜひ

どうぞ。

42 松本地域 松本市 松本市中央公民館　日本語講座

〒390-0811

松本市中央1-18-1

松本市中央公民館（Mウイング）

0263-32-1132 gakushu@city.matsumoto.lg.jp ○ ○ 火曜日 19時00分から20時30分まで 無料 ○ ○ ○
学習者のレベルやニーズに合わせグループにわかれ、

楽しく勉強しています。

43 松本地域 松本市 芳川日本語教室
〒399-0034

松本市野溝東2丁目10-1
0263-58-2034 － ○ ○ 木曜日 19時30分から21時00分まで 無料 ○ － ○

地域の日本語教室として、生活や文化なども交えて、

受講者に寄り添いながら、丁寧に指導します。

44 松本地域 松本市 木曜午前日本語教室

〒390-0811

松本市中央1-18-1

松本市中央公民館（Mウイング）

0263-32-1132 gakushu@city.matsumoto.lg.jp ○ ○ 木曜日 10時00分から11時30分まで 無料 ○ － －
いろいろなレベルやニーズの人がグループにわかれ、

会話中心で楽しく勉強しています。

45 松本地域 塩尻市 楽しい日本語講座

〒399-0738

塩尻市大門七番町4-3

塩尻市総合文化センター 204

0263-52-0280 － ○ ○ 日曜日 10時00分から11時45分まで 無料 － － ○
日常会話から子供達の宿題、日本語検定対策まで幅広

く、和気あいあいと活動しています。
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46 松本地域 塩尻市 クローバーNIHONGO教室
〒399-0706

塩尻市原新田215-21 村田ビル1F
－

clover.nihongo.matsumoto@gmail.co

m
○ ○

月曜日から金曜日まで 13時00分から21時00分まで

土曜日 10時00分から20時00分まで

（日曜日休み）

1か月6,000円から

（時間数によって変

わる）

〇 ○ －

当教室は在住外国人と外国にルーツを持つ子どものた

めの学習塾です。日本語の勉強から、教科の勉強、受

験対策まで、幅広くサポートしています。

47 松本地域 塩尻市 オニワカおもしろ学習室
〒399-0733

塩尻市大門三番町６-30
080-2156-3802 omoshiro@oniwaka.com ○ ○

土曜日・日曜日　10時30分から21時10分まで

曜日・時間は応相談

１回あたり

大人1,800円/60分

子供900円/30分

○ ○ ○

目標、レベルに合わせて対応します。外国人と日本人

の交流会もします。小中学生の教科補助コースもあり

ます。

48 松本地域 安曇野市 豊科日本語教室

〒399-8205

安曇野市豊科4030-4

ささえあいセンターにじ内

0263-71-2466 － ○ ○ 日曜日 10時00分から12時00分まで（休憩あり） 無料 ○ － ○

学習はスタッフ対生徒が１人対１人で行うことを原則

とし生徒の希望に合わせて行います。日本語学習のほ

かに料理、風習、伝統等この地方の文化にも触れる機

会があります。

49 松本地域 安曇野市 穂高日本語教室

〒399-8303

安曇野市穂高5047

穂高公民館

0263-71-2466

090-1869-9547
m-mie@d4.dion.ne.jp ○ ○ 土曜日 14時00分から16時00分まで 無料 ○ ○ ○

外国人住民と時間や体験を共有しながら、言葉や生活

に慣れるお手伝いをしたり、豊かな考え方をお互いに

伝えあい、相互の文化理解や地域参加につなげていま

す。

多文化共生をテーマに様々な交流を楽しく行っていま

す。

50 松本地域 安曇野市 三郷日本語教室

〒399-8101

安曇野市三郷明盛4810-1

三郷公民館

0263-71-2466 kanai-s@shimintimes.co.jp ○ ○ 土曜日 19時00分から21時00分まで 無料 － － ○

生徒さんの「学びたい事」を優先に楽しく勉強しま

しょうというのが三郷日本語教室です。資格を取りた

い

人には日本語検定試験N5～N2まで対応もしています。

勉強の合間には季節のイベントなども行っています。

51 松本地域 安曇野市 明科日本語教室

〒399-7102

安曇野市明科中川手6824-1

明科公民館

0263-71-2466 － ○ ○ 水曜日 19時00分から21時00分まで 無料 ○ － ○

2023年４月より開講いたしました。学習者の要望に合

わせ、ボランティアスタッフが対応しています。様々

な交流ができる居場所になればと思いますので、お気

軽にご参加ください。

52 松本地域 安曇野市
AIN(あずみの国際化ネットワーク)・

生活者のための日本語教室

〒399-8303

安曇野市穂高4303-１

ネパールレストラン　カトマンズ　穂高店

090-1869-9547 m-mie@d4.dion.ne.jp 〇 〇
火曜日 15時00分から16時00分まで

（祝祭日は休み・レストランの都合で休むことあり）
無料 ○ ○ 〇

学校や市役所などからきた「読めないお知らせ」の説

明もしています。「わからないお知らせ」を持ってき

てください。静かで、おちついてお話ができる教室で

す。

53 松本地域 安曇野市 安曇野市オンライン日本語教室 オンライン 0263-71-2466 shogaigakushu@city.azumino.nagano.jp 〇 －
原則、市内在住・

在勤

令和７年度

10月16日～2月12日

木曜日　19時から20時30分

無料 － － －

オンライン（Zoom）で日本語を学びませんか？

ここでは、安曇野市で生活をするときに役立つことが

学べます。お気軽にご参加ください。

54 松本地域 安曇野市 はなす日本語教室
〒399-83-1

安曇野市穂高有明8629-2
080-3405-7610 ikurakiyoko839@gmail.com ○ ○ 水・木・金・土・日曜日 9時00分から17時00分まで

グループレッスン1回

2,000円から

プライベートレッス

ン1回3,500円から

○ ○ －

日本語教師歴17年。ゼロレベルからビジネスレベルま

で、楽しみながら上達できます。まずはご連絡くださ

い。https://hanasu-nihongo.jimdofree.com/

55 松本地域 安曇野市 青葉な日本語をとりまく教室
〒399-8303

安曇野市穂高10110－2
080-3213-4436 idesign9cocoa@gmail.com ○ ○ 相談の上決定 1回100円 － ○ －

足がなく通いにくい方や、特に児童に関しては曜日・

時間、相談の上決めていきたいと思います。一対一の

授業がいいか、複数の学習がいいかなども、本人の適

性・希望で決めていきます。

●日本語で困った状況にある人　●検定試験に受かる

ことが在留資格にかかわる人など優先。

56 松本地域 塩尻市 吉田日本語教室

〒399－0702

塩尻市大字塩尻町648番地1吉田東公民館

第五会議室

090-8329-1148 whoyou@nifty.com 〇 〇

日曜日 14時00分から18時00分まで

（備考）HP見てください。きてもよい。　いつかえっ

てもよい。https://tatsuya-ito.jimdosite.com/

無料 ○ ○ ○

あなたの、したいことを、します。 なにをしたいか、

おしえてください。すきなじかんに、きてください。

すきなじかんに、かえってください。こまったことを

かいけつしましょう。がっこう、しごと、せいかつ、

ほか。
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No 10広域 市町村 日本語教室名 開設場所

57 北アルプス地域 大町市 外国人のための日本語教室
〒398-0002

大町市大町1601-2
0261-22-9988 pub-omachi@city.omachi.nagano.jp ○ ○ 水曜日 19時00分から21時00分まで 無料 ○ ○ ○

外国人の方が必要な日本語を学べる機会の提供と外国

人同士が日常的に集まり交流する拠点づくり及び地域

住民との交流ができるよう年間を通して教室を開催し

ています。

58 北アルプス地域 池田町 池田町日本語教室

〒399-8601

北安曇郡池田町大字池田3336-1

池田町交流センターかえで

0261-62-2058 gakushuu@town.ikeda.nagano.jp ○ ○ 木曜日 19時30分から21時00分まで 無料 ○ ○ ○

59 北アルプス地域 松川村 まつかわ日本語教室

〒399-8501

北安曇郡松川村84-1

多目的交流センター「すずの音ホール」

0261-62-2481 kouminkan@vill.matsukawa.nagano.jp ○ － 金曜日19時30分から21時30分まで
村内者　1,200円/年

村外者　2,400円/年
○ ○ ○ 講師３名、託児なし

60 北アルプス地域 白馬村 白馬日本語教室

〒399-9301

北安曇郡白馬村北城7025番地

白馬ふれあいセンター２階　ボランティア

ルーム

0261-72-7230 － ○ － 不定期水曜日 10時00分から11時00分まで 無料 ○ － ○
開講の情報などはFacebookにもあります。

https://www.facebook.com/JapanesClassHakuba/

61 長野地域 長野市 ほくしんオンライン日本語教室 オンライン 026-223-0053 Kokusai-monzen@outlook.com ○ ○

長野市、千曲市、

坂城町、飯綱町、

小川村に住んでい

る人

土曜日 10時00分から12時00分まで

　　　 14時00分から16時00分まで
無料 － ○ ○

生活に必要な日本語を、ひらがなから勉強することが

できます。Zoomで授業をします。

62 長野地域 長野市
長野市国際交流コーナー無料日本語

教室

〒380-0835

長野市新田町1485-1 もんぜんぷら座3F

長野市国際交流コーナー

026-223-0053 Kokusai-monzen@outlook.com ○ －

月・火・木曜日 10時30分から12時30分まで

　　　　　　　 13時30分から15時30分まで

金・土曜日 10時30分から12時30分まで

無料 ○ ○ ○

長野市が開催している、外国人のための無料日本語教

室です。初級・中級・上級クラスがあります。教科書

は自分で購入していただきます。

63 長野地域 長野市 街角パルinしののい

〒388-8007

長野市篠ノ井布施高田815-1

アスペースしののい２Fホール

026-233-1124 coco1218miki@gmail.com ○ ○ 第１・３日曜日 10時00分から12時00分まで 無料 ○ ○ ○

幅広い世代が参加しています。地元（篠ノ井）の方と

の協力で今年は、ベトナム料理教室、トラック市見

学、歴史散策、防災教室、りんご狩りと様々なイベン

トができ、交流を重ねています。

64 長野地域 長野市 吉田日本語教室

〒380-0813

長野市大字鶴賀緑町1714-5

長野市ふれあい福祉センター

090-1866-7393 － ○ ○ 水曜日 10時30分から12時00分まで 1回100円 ○ － －

日本語の試験を目指す・日常会話・運転免許証を取り

たい・日本の習慣を知りたい等々、学習者の希望に

添った指導をします。バーベキューなどのレクリエー

ションもあります。

65 長野地域 須坂市 日本語教室（須坂市）
〒382-0013

須坂市大字須坂747-イ
026-245-1598 shogaku@city.suzaka.nagano.jp ○ － 第１～３水曜日 13時30分から15時00分まで

1回200円

（月3回参加したとき

は1か月500円)

○ － ○ 1対1での学習ができます。

66 長野地域 須坂市 日本語スペースつなぎめ

〒382-0013

須坂市大字須坂747番地イ

生涯学習センター・中央地域公民館

（ときどきかわります。Instagramや

Facebookをみてください。）

－

E-mail

nihongo.tsunagime@gmail.com

Instagram　nihongo_tsunagime

Facebook　にほんごスペース　つなぎ

め

○ 〇

(1)水曜日 19時30分から21時00分まで

　（For Beginners）

(2)土曜日 13時30分から15時00分まで

　（For Everyone）

(3)日曜日 15時30分から17時00分まで

    （にほんごを　だいたい　はなせるひと）

（じかんが　かわるかもしれません。Instagram

（nihongo_tsunagime）や　Facebook（にほんごス

ペース　つなぎめ）を　みてください。）

1回200円 － ○ ○

いろいろなひとと　はなしたり、かんがえたり、ゲー

ムしたり、スポーツしたりして、にほんごを　まなび

ましょう。

「勉強」というより「活動・交流しながら日本語を学

ぶ」教室です。ボランティアも募集中です。

67 長野地域 千曲市
千曲市人権ふれあいセンター日本語

教室

〒387-0006

千曲市大字粟佐1301番地
026-273-3693 jinken@city.chikuma.lg.jp ○ ○ 第２・４日曜日 10時30分から12時30分まで 無料 － － ○

発足から22年。ベテランのボランティア指導員の皆さ

んが親身になって、日本語を教えてくれます。母国語

で話す交流の場にもなっています。

68 長野地域 千曲市 八幡日本語教室

〒387-0023

千曲市大字八幡3311

八幡公民館内

026-273-1111

（内4114）
shogaku@city.chikuma.lg.jp ○ ○

金曜日 13時30分から15時30分まで

（8月､1月、2月は休み）
無料 － － ○

外国籍の市民を対象に、日常生活や就業に必要な日本

語を、それぞれのレベルに合わせて学習できます。

お子さん連れも大歓迎。お気軽に参加してください。

69 長野地域 坂城町 外国人従業員対象日本語学習コース
〒389-0601

埴科郡坂城町坂城10051
0268-82-3351 sci@sakakinavi.jp － － 水曜日 18時30分から20時00分まで（計10回） － － － －

70 長野地域 高山村 高山村日本語教室

〒382-0800

上高井郡高山村高井4972

高山村公民館

026-214-9762 kyoiku＠vill.takayama.nagano.jp ○ － 年5回　未定 無料 ○ 〇 －
村内の成人の方を対象として、年５回不定期で開催し

ています。詳細は公民館にお問い合わせください。
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長野県内の地域日本語教室一覧 （令和8年4月23日現在）

この一覧には、情報の公表に同意いただいた教室のみ掲載しています。

電話番号 メールアドレス 大人 子ども 電話 メール 直接 来場

対象者
開設曜日・時間 受講料

申し込み方法
PR（講座の内容・行事等）

連絡先
No 10広域 市町村 日本語教室名 開設場所

71 北信地域 中野市 日本語教室（中野市）

〒383-0025

中野市三好町一丁目4番27号

中野市中央公民館

0269-22-2691 － ○ ○
火曜日 10時00分から12時00分まで

第2・4日曜日 19時00分から21時00分まで
無料 ○ － －

市内にお住まいの外国出身の方が日常会話や、簡単な

読み書き、日本の習慣などを学べます。

72 北信地域 山ノ内町 山ノ内町日本語教室

〒381-0401

下高井郡山ノ内町大字平穏4015-1

山ノ内町 文化センター

（必要に応じ出張授業あり）

090-1705-6250 kobays@joy.ocn.ne.jp ○ ○ 学習者の希望に沿うよう配慮します。 無料 ○ ○ －

この教室では2つの目的で学習者を支援しています。

＊日常生活に必要な日本語の習得 ＊日本語能力試験

（JLPT）合格を目指す方

73 北信地域 木島平村 ふれんどりぃ日本語教室

〒389-2303

下高井郡木島平村大字上木島1762

木島平村農村交流館

0269-82-2041 － ○ ○ 水曜日 19時30分から21時30分まで 無料 ○ － ○
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北
陸

近
畿
中
国
四
国
九
州
・
沖
縄

北
海
道

東
北
関
東
中
部
・
北
陸

近
畿
中
国
四
国
九
州
・
沖
縄

北
海
道

東
北
関
東
中
部
・
北
陸

近
畿
中
国
四
国
九
州
・
沖
縄

48
4
1,
64
3

67
6

2,
26
8

2,
87
3

6,
82
5

9,
89
4

21
,7
48

日
本
語
教
師
等
の
数

57
15
3

16
2

76
24
4

46
4

46
0

92
6

機
関
・
施
設
等
数

学
習
者
数

大
学
等
機
関

23
.8
%

国
際
交
流
協
会

12
.1
%

教
育
委
員
会

4.
0%

地
方
公
共
団
体

6.
4%

任
意
団
体

7.
3%

地
方
公
共
団
体

11
.9
%

国
際
交
流
協
会

21
.8
%

大
学
機
関
等

11
.2
%

教
育
委
員
会

5.
7% 任
意
団
体

16
.6
%

国
際
交
流
協
会

13
.1
%

地
方
公
共
団
体

7.
8%

教
育
委
員
会

6.
9% 任
意
団
体

21
.5
%

大
学
等
機
関

22
.3
%

株
式
会
社・
有
限
会
社
0.
3%

機
関
・
施
設
等
数

教
師
等
の
数

学
習
者
数

教
師
等
の
割
合

特
定
非
営
利
活
動
法
人
2.
1%

機
関
・
施
設
等
の
割
合

特
定
非
営
利
活
動
法
人
1.
9%

学
習
者
の
割
合

社
団
法
人・
財
団
法
人
3.
0%

2,
10
9

8,
32
9

8,
32
9

60
,6
01

60
,6
01

15
6,
84
3

15
6,
84
3

17
4,
35
9

17
4,
35
9

21
7,
88
1

21
7,
88
1

25
9,
71
1

25
9,
71
1

27
7,
85
7

2,
11
1

2,
01
2

1,
96
1

1,
99
5

82
1

82
1

31
,1
74

31
,1
74

39
,5
88

39
,5
88

41
,6
06

教
師
等
の
数
は
，法
務
省
告
示
機
関
が

12
,9
33
人
(2
7.
9%
)と
最
も
多
く
，以
下
，

国
際
交
流
協
会
10
,0
97
人
(2
1.
8%
)，
任

意
団
体
7,
72
0人
(1
6.
6%
)，
地
方
公
共
団

体
5,
51
7人
(1
1.
9%
)，
大
学
等
機
関

5,
21
2人
(1
1.
2%
)，
教
育
委
員
会
2,
63
9

人
(5
.7
%
)の
順
と
な
っ
て
い
る
。

法
務
省
告
示
機
関

27
.9
%

社
団
法
人・
財
団
法
人
2.
0%

そ
の
他
の
法
人
0.
4%

学
校
法
人・
準
学
校
法
人
0.
1%

機
関
・
施
設
等
数
は
，
法
務
省
告
示
機
関

が
61
8(
24
.3
%
)と
最
も
多
く
，
以
下
, 

大
学
等
機
関
が
56
6(
22
.3
%
)，
任
意
団
体

54
7(
21
.5
%
)，
国
際
交
流
協
会
 3
34

(1
3.
1%
)，
地
方
公
共
団
体
19
7(
7.
8%
)，

教
育
委
員
会
17
5(
6.
9%
)の
順
と
な
っ
て

い
る
。

社
団
法
人・
財
団
法
人
1.
2%

株
式
会
社・
有
限
会
社
0.
4%

そ
の
他
の
法
人
0.
4%

学
校
法
人・
準
学
校
法
人
0.
2%

学
習
者
数
は
，
法
務
省
告
示
機
関
が

11
3,
62
6
人
(4
0.
9%
)と
最
も
多
く
，

以
下
，大
学
等
機
関
66
,1
12
人
(2
3.
8%
)，

国
際
交
流
協
会
33
,5
90
人
(1
2.
1%
)，
任

意
団
体
20
,4
03
人
(7
.3
%
)，
地
方
公
共
団

体
17
,7
83
人
(6
.4
%
)，
教
育
委
員
会

11
,1
27
人
(4
.0
%
)の
順
と
な
っ
て
い
る
。

法
務
省
告
示
機
関

40
.9
%

そ
の
他
の
法
人
0.
4%

特
定
非
営
利
活
動
法
人
0.
9%

株
式
会
社
・
有
限
会
社
0.
3%

学
校
法
人・
準
学
校
法
人
0.
9%

法
務
省
告
示
機
関

24
.3
%

2,
54
2

27
7,
85
7

n=
(2
77
,8
57
)

n=
(4
6,
41
1)

n=
(2
,5
42
)

46
,4
11

46
,4
11

41
,6
06

37
,9
62

37
,9
62

36
,1
68

36
,1
68

32
,9
49

32
,9
49

34
,3
92

34
,3
92

1,
89
3

1,
89
3

13
9,
61
3

13
9,
61
3

19
1,
75
3

19
1,
75
3

23
9,
59
7

23
9,
59
7

2,
29
0

2,
29
0

調
査
の
概
要

調
査
対
象

日
本
語
教
育
，日
本
語
教
師
の
養
成
・
研
修
を
実
施
し
て
い
る
機
関
・
施
設
等
8,
03
5件
を
対
象
と
し
，そ
の
う
ち
，回
答
の
あ
っ
た

5,
60
6件
(回
収
率
69
.8
%
)を
集
計
し
た
。調
査
対
象
は
大
学
/短
期
大
学
/高
等
専
門
学
校
/地
方
公
共
団
体
(首
長
部
局
，教
育
委

員
会
)/
国
際
交
流
協
会
/法
務
省
が
告
示
を
も
っ
て
定
め
る
日
本
語
教
育
機
関
(以
下
，法
務
省
告
示
機
関
)/
特
定
非
営
利
活
動
法
人

や
任
意
団
体
等
(初
等
中
等
教
育
機
関
は
対
象
外
)で
あ
る
。

日
本
語
教
育
実
施
機
関
・
施
設
等
数
,日
本
語
教
師
等
の
数
,日
本
語
学
習
者
数
の
推
移

前
年
度
と
の
比
較
で
は
，日
本
語
教
育
実
施
機
関
・
施
設
等
数
，日
本
語
教
師
等
の
数
，日
本
語
学
習
者
数
す
べ
て
増
加
し
て
い
る
。

平
成
2年
度
か
ら
の
推
移
を
見
る
と
，日
本
語
教
育
実
施
機
関
・
施
設
等
数
は
82
1か
ら
2,
54
2(
3.
1倍
)に
，日
本
語
教
師
等
の
数
は
，

8,
32
9人
か
ら
46
,4
11
人
(5
.6
倍
)に
，日
本
語
学
習
者
数
は
60
,6
01
人
か
ら
27
7,
85
7人
(4
.6
倍
)に
そ
れ
ぞ
れ
増
加
し
て
い
る
。

外
国
人
等
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の
現
状

地
域
別
に
見
る
日
本
語
教
育
の
現
状

関
東
は
，機
関
・
施
設
等
数
が
92
6，
日
本
語
教
師
等
の
数
が
21
,7
48
人
，学
習
者
数
が
14
6,
81
4人
と
，他
の
地
域
に
比
べ
て
抜
き

ん
出
て
多
い
。

次
に
，機
関
・
施
設
等
数
で
は
中
部
・
北
陸
，近
畿
が
多
く
，日
本
語
教
師
等
の
数
，学
習
者
数
で
は
近
畿
，中
部
・
北
陸
が
多
い
。北

海
道
，四
国
は
全
体
的
に
少
な
く
，施
設
数
は
10
0に
達
し
て
い
な
い
。
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